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(57)【要約】
　一実施形態では、UEは、ディスプレイスクリーン上に
出力されている画像データのスクリーンショットをキャ
プチャする要求を検出し、要求が検出されたときにディ
スプレイスクリーン上に出力されている画像データの少
なくとも一部を提供しているアプリケーションのセッシ
ョン状態の特徴の再作成を容易にするように構成される
アプリケーション固有メタデータを取得する。UEは、要
求に応答して、ディスプレイスクリーン上に出力されて
いる画像データのスクリーンショットを選択的にキャプ
チャし、取得されたアプリケーション固有メタデータを
記憶する。同じUEまたは異なるUEが、アプリケーション
固有メタデータの一部または全部を取得し(場合によっ
ては、スクリーンショットがキャプチャされる場合には
スクリーンショットも取得し)、同じまたは異なるアプ
リケーションを使用して特徴のうちのいくつかのまたは
すべてを再作成してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器(UE)を操作する方法であって、
　ディスプレイスクリーン上に出力されている画像データのスクリーンショットをキャプ
チャする要求を検出するステップと、
　前記要求が検出されたときに前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像
データの少なくとも一部を提供しているアプリケーションのセッション状態の1つまたは
複数の特徴の再作成を容易にするように構成されるアプリケーション固有メタデータを取
得するステップと、
　前記要求に応答して、前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像データ
の前記スクリーンショットを選択的にキャプチャするステップと、
　前記取得されたアプリケーション固有メタデータを記憶するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記取得するステップは、
　(i)前記アプリケーション、
　(ii)前記UEのオペレーティングシステム、
　(iii)前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像データ、
　(iv)外部デバイス、または
　(v)それらの任意の組合せ
　から前記アプリケーション固有メタデータを取得する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ディスプレイスクリーンは、前記UEの一部であるか、または
　前記ディスプレイスクリーンは、別のUEの一部であり、前記選択的にキャプチャするス
テップは、前記UEのカメラによってキャプチャされた前記別のUEの前記ディスプレイスク
リーンのスナップショットとして前記スクリーンショットをキャプチャする、
　請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択的にキャプチャするステップは前記スクリーンショットをキャプチャし、
　前記記憶するステップはさらに前記取得されたアプリケーション固有メタデータに関連
付けて前記キャプチャされたスクリーンショットを記憶する、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記記憶するステップの後、前記アプリケーション固有メタデータ、および/または前
記要求に応答してキャプチャされた、キャプチャされたスクリーンショットを更新するス
テップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記更新するステップは、
　前記キャプチャされたスクリーンショットのクロッピングされた部分に関連付けられた
前記アプリケーション固有メタデータの一部を除去するステップか、または
　ユーザによって提供された補足情報に応答して新しいアプリケーション固有メタデータ
を追加するステップか、または
　前記記憶されたアプリケーション固有データを維持しつつ前記キャプチャされたスクリ
ーンショットを削除するステップか、または
　前記画像データにおいて識別される1つまたは複数の情報対象に関連する新しいアプリ
ケーション固有メタデータを追加するステップ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択的にキャプチャするステップは、前記スクリーンショットをキャプチャし、
　前記キャプチャされたスクリーンショットは、前記ディスプレイスクリーン上に出力さ
れている前記画像データの全部を含むフルスクリーンスクリーンショットであるか、また
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は
　前記キャプチャされたスクリーンショットは、前記ディスプレイスクリーン上に出力さ
れている前記画像データの全部より少ない画像データを含む部分スクリーンスクリーンシ
ョットである、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記アプリケーションは、前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像デ
ータの一部を提供している複数のアプリケーションのうちの1つである、請求項1に記載の
方法。
【請求項９】
　前記要求が検出されたときに前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像
データの少なくとも1つの他の部分を提供している少なくとも1つの追加のアプリケーショ
ンの少なくとも1つの追加のセッション状態を定義する追加のアプリケーション固有メタ
データを取得するステップをさらに含み、
　前記記憶するステップは、前記アプリケーションに関する前記取得されたアプリケーシ
ョン固有メタデータと前記少なくとも1つの追加のアプリケーションに関する前記取得さ
れたアプリケーション固有メタデータとの両方を記憶する、
　請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも1つの追加のアプリケーションは、前記ディスプレイスクリーン上において
ターゲットスクリーンショットエリアの外側に位置する部分に出力されている前記画像デ
ータの少なくとも1つの他の部分を提供しており、
　前記少なくとも1つの追加のアプリケーションに関するアプリケーション固有メタデー
タは記憶されない、
　請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも1つの追加のアプリケーションは、前記ディスプレイスクリーン上において
ターゲットスクリーンショットエリアの内側に位置する部分に出力されている前記画像デ
ータの少なくとも1つの他の部分を提供しており、
　前記少なくとも1つの追加のアプリケーションは、アプリケーション固有メタデータの
共有を許可せず、
　前記少なくとも1つの追加のアプリケーションに関するアプリケーション固有メタデー
タは記憶されない、
　請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アプリケーション固有メタデータは、ユニフォームリソースロケータ(URL)を、前
記URLを処理すべき方法を示す二次情報と組み合わせて含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記二次情報は、
　前記URLに関連するビデオの再生を開始する時点、
　前記URLをロードするための1つまたは複数のアプリケーションの1つまたは複数のアプ
リケーション識別子、
　前記URLに関連するウェブサイト内の1つまたは複数の関心対象、または
　それらの任意の組合せ
　を含む、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アプリケーションは、地図アプリケーションであり、
　前記アプリケーション固有メタデータは、アドレス、地理的座標、ロケーション固有注
目点(POI)情報、ズームの程度、またはそれらの任意の組合せを含む、請求項1に記載の方
法。
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【請求項１５】
　前記アプリケーションは、チャットアプリケーションであり、
　前記アプリケーション固有メタデータは、
　チャットセッションの特定の部分を識別するディープリンクユニフォームリソース識別
子(URI)、
　前記チャットアプリケーションの識別情報、
　チャットグループ識別子または連絡先識別子、
　前記連絡先識別子に関連する前記連絡先に関する前記UEに記憶された連絡先情報、
　前記チャットアプリケーションによってチャットセッションの間に交換されたテキスト
、
　前記UEのオペレーティングシステム(OS)のコピー機能から導き出されるテキスト、
　前記ディスプレイスクリーン上に出力された前記画像データ内の、光学文字認識(OCR)
から導き出されるテキスト、または
　それらの任意の組合せを
　含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　前記アプリケーションは、ビデオ通話アプリケーションであり、
　前記アプリケーション固有メタデータは、
　ビデオ通話における1人または複数の参加者の情報の識別情報、
　1つまたは複数のアプリケーション識別子、
　ビデオ通話に関連する1つまたは複数の顔の顔識別情報、または
　それらの任意の組合せ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記アプリケーションは、音楽アプリケーションであり、
　前記アプリケーション固有メタデータは、
　歌詞、アーティスト、アルバム、および/またはトラック情報、
　曲の現在の再生時点を示すトラック時間、または
　それらの任意の組合せ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アプリケーションは、ショッピングアプリケーションであり、
　前記アプリケーション固有メタデータは、
　注文確認ページ、
　注文識別子、
　製品識別子、
　製品名、
　製品のユニフォームリソースロケータ(URL)、
　画像URL、
　画像代替テキスト、または
　それらの任意の組合せを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１９】
　前記アプリケーション固有メタデータは、前記アプリケーションの前記セッション状態
の前記1つまたは複数の特徴の再作成を試行するターゲットアプリケーションのバージョ
ンに基づいて、前記アプリケーションの前記セッション状態の前記1つまたは複数の特徴
を再作成するためのそれぞれに異なる命令のセットを提供するように構成されるバージョ
ンテーブルを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　ユーザ機器(UE)を操作する方法であって、
　スクリーンショットキャプチャ要求が発行されたときにディスプレイフレーム内の画像
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データを提供した第1のアプリケーションのセッション状態を定義するアプリケーション
固有メタデータを取得するステップと、
　前記アプリケーション固有メタデータによって定義される前記第1のアプリケーション
の前記セッション状態をロードする要求を検出するステップと、
　前記要求に応答して第2のアプリケーションによって、前記アプリケーション固有メタ
データによって定義される前記セッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するため
に前記アプリケーション固有メタデータを処理するステップと
　を含む、方法。
【請求項２１】
　前記アプリケーション固有メタデータに指定されたアプリケーション要件を検出するス
テップと、
　前記アプリケーション要件に応答して、前記第2のアプリケーションを取得するために
、新しいアプリケーションをインストールするかまたは前記UEにおける既存のアプリケー
ションを更新するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アプリケーション固有メタデータは、前記スクリーンショットキャプチャ要求が発
行されたときに前記ディスプレイフレーム内の画像データを提供した少なくとも1つの追
加のアプリケーションの少なくとも1つの追加のセッション状態をさらに定義する、請求
項20に記載の方法。
【請求項２３】
　前記スクリーンショットキャプチャ要求に応答して所与のUEにおいてキャプチャされた
、キャプチャされたスクリーンショットを取得するステップをさらに含み、
　前記キャプチャされたスクリーンショットは、フルスクリーンスクリーンショットまた
は部分スクリーンスクリーンショットである、請求項20に記載の方法。
【請求項２４】
　前記スクリーンショットキャプチャ要求に応答して所与のUEにおいてキャプチャされた
、キャプチャされたスクリーンショットを取得するステップをさらに含み、
　前記UEは、前記キャプチャされたスクリーンショットをキャプチャした前記所与のUEと
は異なるか、または
　前記UEは、前記キャプチャされたスクリーンショットをキャプチャした前記所与のUEに
対応する、
　請求項20に記載の方法。
【請求項２５】
　前記取得するステップの後、前記アプリケーション固有メタデータ、および/またはキ
ャプチャされたアプリケーション固有メタデータに関連して受信された、前記キャプチャ
されたスクリーンショットを更新するステップをさらに含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２６】
　前記アプリケーション固有メタデータは、前記第2のアプリケーションのバージョンに
基づいて、前記第1のアプリケーションの前記セッション状態の前記1つまたは複数の特徴
を再作成するためのバージョン固有命令を提供するように構成されるバージョンテーブル
を含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２７】
　前記アプリケーション固有メタデータは、ユニフォームリソースロケータ(URL)を、前
記URLを前記第2のアプリケーションによって処理すべき方法を示す二次情報と組み合わせ
て含む、請求項20に記載の方法。
【請求項２８】
　前記二次情報は、
　前記URLに関連するビデオの再生を開始する時点、
　前記URLをロードするための1つまたは複数のアプリケーションの1つまたは複数のアプ
リケーション識別子、
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　前記URLに関連するウェブサイト内の1つまたは複数の関心対象、または
　それらの任意の組合せ
　を含む、請求項27に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザ機器(UE)であって、
　　ディスプレイスクリーン上に出力されている画像データのスクリーンショットをキャ
プチャする要求を検出することと、
　　前記要求が検出されたときにディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像デ
ータの少なくとも一部を提供しているアプリケーションのセッション状態の1つまたは複
数の特徴の再作成を容易にするように構成されるアプリケーション固有メタデータを取得
することと、
　　前記要求に応答して、前記ディスプレイスクリーン上に出力されている前記画像デー
タの前記スクリーンショットを選択的にキャプチャすることと、
　　前記取得されたアプリケーション固有メタデータを記憶することと
　を行うように構成される少なくとも1つのプロセッサ
　を備える、ユーザ機器。
【請求項３０】
　ユーザ機器(UE)であって、
　　スクリーンショットキャプチャ要求が発行されたときにディスプレイフレーム内の画
像データを提供した第1のアプリケーションのセッション状態を定義するアプリケーショ
ン固有メタデータを取得することと、
　　前記アプリケーション固有メタデータによって定義される前記第1のアプリケーショ
ンの前記セッション状態をロードする要求を検出することと、
　　前記要求に応答して第2のアプリケーションによって、前記アプリケーション固有メ
タデータによって定義される前記セッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するた
めに前記アプリケーション固有メタデータを処理することと
　を行うように構成される少なくとも1つのプロセッサ
　を備える、ユーザ機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本特許出願は、2016年11月7日に出願された"ASSOCIATING A CAPTURED SCREENSHOT WITH
 APPLICATION-SPECIFIC METADATA THAT DEFINES A STATE OF AN APPLICATION CONTRIBUTI
NG IMAGE DATA TO THE CAPTURED SCREENSHOT"という名称の米国特許仮出願第62/418501号
の利益を主張する。この米国特許仮出願は、本出願と同じ発明者によるものであり、本出
願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０００２】
　実施形態は、キャプチャされたスクリーンショットに画像データを提供しているアプリ
ケーションのセッション状態を定義するアプリケーション固有メタデータにキャプチャさ
れたスクリーンショットを関連付けることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　表示機能を有する多くのユーザ機器(UE)は、スクリーンショットキャプチャ機能をサポ
ートする。たとえば、Windowsオペレーティングシステム(OS)を動作させるコンピュータ(
たとえば、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ)は、ユーザがALTキー
とPrintScreenキーを同時に押したことに応答してクリップボードメモリにスクリーンシ
ョット画像(たとえば、構成設定に応じてディスプレイスクリーンエリア全体のスクリー
ンショット画像または特定のウィンドウエリアのスクリーンショット画像)をコピーする
。別の例では、iOS(たとえば、iPhone(登録商標)、iPad(登録商標)、iPod Touch(登録商
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標)など)などのモバイルオペレーティングシステムを動作させるUEは、ユーザがホームボ
タンと電源ボタンを同時に押したことに応答してフォトギャラリーにスクリーンショット
画像をコピーする。
【０００４】
　ユーザは、限定はしないが、ショッピングウェブサイトからの所望のアイテムの保存、
購入確認の保存、テキストチャット対話の特定の部分の保存、ビデオプログラム(たとえ
ば、TV、YouTube(登録商標)など)の特定のフレームの保存、地図またはナビゲーション経
路の特定の部分の保存、電子書籍または情報ウェブサイト(たとえば、ウィキペディアな
ど)からの特定のテキストの保存などを含む様々な理由でスクリーンショットをキャプチ
ャすることを望む場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態は、ユーザ機器(UE)を操作する方法であって、ディスプレイスクリーン上に
出力されている画像データのスクリーンショットをキャプチャする要求を検出するステッ
プと、要求が検出されたときに、ディスプレイスクリーン上に出力されている画像データ
の少なくとも一部を提供しているアプリケーションのセッション状態の1つまたは複数の
特徴の再作成を容易にするように構成されるアプリケーション固有メタデータを取得する
ステップと、要求に応答してディスプレイスクリーン上に出力されている画像データのス
クリーンショットを選択的にキャプチャするステップと、取得されたアプリケーション固
有メタデータを記憶するステップとを含む方法を対象とする。
【０００６】
　別の実装形態は、UEを操作する方法であって、スクリーンショットキャプチャ要求が発
行されたときにディスプレイフレーム内の画像データを提供した第1のアプリケーション
のセッション状態を定義するアプリケーション固有メタデータを取得するステップと、ア
プリケーション固有メタデータによって定義される第1のアプリケーションのセッション
状態をロードする要求を検出するステップと、要求に応答して、アプリケーション固有メ
タデータによって定義されるセッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するように
第2のアプリケーションによってアプリケーション固有メタデータを処理するステップと
を含む方法を対象とする。
【０００７】
　別の実施形態は、ディスプレイスクリーン上に出力されている画像データのスクリーン
ショットをキャプチャする要求を検出することと、要求が検出されたときに、ディスプレ
イスクリーン上に出力されている画像データの少なくとも一部を提供しているアプリケー
ションのセッション状態の1つまたは複数の特徴の再作成を容易にするように構成される
アプリケーション固有メタデータを取得することと、要求に応答してディスプレイスクリ
ーン上に出力されている画像データのスクリーンショットを選択的にキャプチャすること
と、取得されたアプリケーション固有メタデータを記憶することとを行うように構成され
る少なくとも1つのプロセッサを含むUEを対象とする。
【０００８】
　別の実装形態は、スクリーンショットキャプチャ要求が発行されたときにディスプレイ
フレーム内の画像データを提供した第1のアプリケーションのセッション状態を定義する
アプリケーション固有メタデータを取得することと、アプリケーション固有メタデータに
よって定義される第1のアプリケーションのセッション状態をロードする要求を検出する
ことと、要求に応答して、アプリケーション固有メタデータによって定義されるセッショ
ン状態の1つまたは複数の特徴を再作成するように第2のアプリケーションによってアプリ
ケーション固有メタデータを処理することとを行うように構成される少なくとも1つのプ
ロセッサを含むUEを対象とする。
【０００９】
　以下の詳細な説明を参照して、本開示を限定するためではなく、例示のためにだけ提示
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される添付の図面とともに考察すれば、本開示の実施形態がより十分に理解されるように
なるので、それらに関するより完全な了解が容易に得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施形態によるワイヤレス通信システムのハイレベルシステムアーキ
テクチャを示す図である。
【図２】本開示の一実施形態によるユーザ機器(UE)を示す図である。
【図３】本開示の一実施形態による、構造的なコンポーネントを含む通信デバイスを示す
図である。
【図４】UE動作環境におけるスクリーンショットキャプチャに関連するコンポーネント相
互作用の一例を示す図である。
【図５】本開示の一実施形態によるスクリーンショットキャプチャ手順を示す図である。
【図６】本開示の一実施形態によるUE動作環境におけるスクリーンショットキャプチャに
関連するコンポーネント相互作用の一例を示す図である。
【図７】本開示の一実施形態によるスクリーンショットキャプチャ時のアプリケーション
セッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するプロセスを示す図である。
【図８】本開示の一実施形態によるUE動作環境におけるアプリケーションセッション状態
の再作成に関連するコンポーネント相互作用の一例を示す図である。
【図９】本開示の実施形態による、図5および図7のプロセスの例示的な実装形態を示す図
である。
【図１０】本開示の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリケー
ションセッション状態再作成を示す図である。
【図１１】本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリ
ケーションセッション状態再作成を示す図である。
【図１２Ａ】本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプ
リケーションセッション状態再作成を示す図である。
【図１２Ｂ】本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプ
リケーションセッション状態再作成を示す図である。
【図１３】本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリ
ケーションセッション状態再作成を示す図である。
【図１４】本開示の別の実施形態による、図5および図7のプロセスの例示的な実装形態を
示す図である。
【図１５Ａ】本開示の一実施形態による、図14のプロセスの例示的な実行に基づくスクリ
ーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータ生成を示す図である。
【図１５Ｂ】本開示の一実施形態による、図14のプロセスの例示的な実行に基づく、図15
Aに関して上記で説明したスクリーンショット+に関するアプリケーションセッション状態
再作成手順を示す図である。
【図１６Ａ】本開示の一実施形態によるスクリーンショット+に関するアプリケーション
固有メタデータ生成を示す図である。
【図１６Ｂ】本開示の一実施形態による、図16Aに関して上記で説明したスクリーンショ
ット+に関するアプリケーションセッション状態再作成手順を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の態様は、本開示の特定の実施形態を対象とする以下の説明および関係する図面
において開示される。本開示の範囲から逸脱することなく代替的な実施形態が考案されて
もよい。さらに、本開示のよく知られている要素は、本開示の関連する詳細を不明瞭にし
ないように、詳細には説明されず、または省略される。
【００１２】
　「例示的」および/または「例」という語は、本明細書では、「例、事例、または例示
として働くこと」を意味するために使用される。本明細書で「例示的」および/または「
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例」として説明するいかなる実施形態もまた、必ずしも他の実施形態よりも好ましいか、
または有利であると解釈されるべきではない。同様に、「本開示の実施形態」という用語
は、本開示のすべての実施形態が、論じられる特徴、利点または動作モードを含むことを
必要とするとは限らない。
【００１３】
　さらに、多くの実施形態について、たとえばコンピューティングデバイスの要素によっ
て実行されることになる一連のアクションに関して説明する。本明細書で説明される様々
なアクションは、特定の回路(たとえば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって、1つも
しくは複数のプロセッサによって実行されるプログラム命令によって、または両方の組合
せによって実行されてもよいことが認識されよう。さらに、本明細書で説明されるこれら
の一連のアクションは、実行されると、関連するプロセッサに本明細書で説明される機能
を実行させるコンピュータ命令の対応するセットを記憶した、任意の形態のコンピュータ
可読記憶媒体内で完全に具現化されるものと見なすことができる。したがって、本開示の
様々な態様は、請求される主題の範囲内にそのすべてが入ることが企図されている、いく
つかの異なる形態で具現化されてもよい。加えて、本明細書で説明される実施形態ごとに
、任意のそのような実施形態の対応する形式について、本明細書では、たとえば説明され
た動作を実行する「ように構成される論理」として説明することがある。
【００１４】
　本明細書ではユーザ機器(UE)と呼ばれるクライアントデバイスは、移動式であってもま
たは固定式であってもよく、有線アクセスネットワークおよび/または無線アクセスネッ
トワーク(RAN)と通信してもよい。本明細書において使用されるとき、「UE」という用語
は、「アクセス端末」または「AT」、「ワイヤレスデバイス」、「加入者デバイス」、「
加入者端末」、「加入者局」、「ユーザ端末」またはUT、「モバイルデバイス」、「モバ
イル端末」、「移動局」、およびそれらの変形として交換可能に呼ばれることがある。あ
る実施形態では、UEは、RANを介してコアネットワークと通信することができ、コアネッ
トワークを通じて、UEは、インターネットなどの外部ネットワークに接続されてもよい。
当然、UEには、ワイヤードアクセスネットワーク、(たとえば、IEEE 802.11などに基づく
)WiFiネットワークなどを介してなどのコアネットワークおよび/またはインターネットに
接続する他の機構も考えられる。UEは、限定はしないが、携帯電話、パーソナルデジタル
アシスタント(PDA)、ページャ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ
、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)デバイス、外付けまたは内蔵のモデム、あ
るいはワイヤレスまたは有線の電話などを含むいくつかのタイプのデバイスのうちの任意
のものによって具現することができる。UEが信号をRANに送信することができる通信リン
クは、アップリンクチャネル(たとえば、逆方向トラフィックチャネル、逆方向制御チャ
ネル、アクセスチャネルなど)と呼ばれる。RANが信号をUEに送信することができる通信リ
ンクは、ダウンリンクチャネルまたは順方向リンクチャネル(たとえば、ページングチャ
ネル、制御チャネル、ブロードキャストチャネル、順方向トラフィックチャネルなど)と
呼ばれる。UEが他のUEに信号を送ることができる通信リンクは、ピアツーピア(P2P)チャ
ネルまたはデバイス間(D2D)チャネルと呼ばれる。
【００１５】
　図1は、本開示の一実施形態によるワイヤレス通信システム100のハイレベルシステムア
ーキテクチャを示す。ワイヤレス通信システム100はUE1...Nを含む。たとえば、図1にお
いて、UE1...2は発呼側携帯電話として示され、UE1...6はタッチスクリーン携帯電話また
はスマートフォンとして示され、UE NはデスクトップコンピュータまたはPCとして示され
る。
【００１６】
　図1を参照すると、UE1...Nは、図1にエアインターフェース104、106、108および/また
は直接の有線接続として示される物理通信インターフェースまたは物理通信レイヤを通じ
てアクセスネットワーク(たとえば、RAN120、アクセスポイント125など)と通信するよう
に構成される。エアインターフェース104および106は所与のセルラー通信プロトコル(た
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とえば、CDMA、EVDO、eHRPD、GSM(登録商標)、EDGE、W-CDMA、4G LTE、5G LTEなど)に準
拠することができ、一方エアインターフェース108はワイヤレスIPプロトコル(たとえば、
IEEE 802.11)に準拠することができる。RAN120は、エアインターフェース104および106な
どのエアインターフェースを通じてUEにサービスする複数のアクセスポイントを含んでも
よい。RAN120の中のアクセスポイントは、アクセスノードまたはAN、アクセスポイントま
たはAP、基地局またはBS、Node B、eNode Bなどと呼ぶことができる。これらのアクセス
ポイントは、地上アクセスポイント(または地上局)、または衛星アクセスポイントであっ
てもよい。RAN120は、RAN120によってサービスされるUEとRAN120または異なるRANによっ
てサービスされる他のUEとの間の回線交換(CS)呼を完全にブリッジングすることを含む様
々な機能を実行することができ、インターネット175などの外部ネットワークとのパケッ
ト交換(PS)データの交換を仲介することもできる、コアネットワーク140に接続するよう
に構成されてもよい。
【００１７】
　いくつかの例では、インターネット175は、いくつかのルーティングエージェントおよ
び処理エージェント(便宜上、図1には示されていない)を含む。図1で、UE Nは、インター
ネット175に直接(すなわち、WiFiまたは802.11ベースネットワークのイーサネット(登録
商標)接続を介してなどのコアネットワーク140とは別個に)接続するように示される。そ
れによって、インターネット175は、コアネットワーク140を介してUE 1...Nの間のパケッ
ト交換データ通信をブリッジングするように機能することができる。図1には、RAN120と
は別個であるアクセスポイント125も示される。アクセスポイント125は、コアネットワー
ク140とは無関係に(たとえば、FiOS、ケーブルモデムなどの光通信システムを介して)イ
ンターネット175に接続されてもよい。エアインターフェース108は、ある例では、IEEE 8
02.11などのローカルワイヤレス接続を介してUE5またはUE6にサービスしてもよい。UE N
は、ある例では(たとえば、有線接続性とワイヤレス接続性の両方を有するWiFiルータの
ための)アクセスポイント125自体に対応することができる、モデムまたはルータへの直接
接続などのインターネット175との有線接続を伴うデスクトップコンピュータとして示さ
れる。
【００１８】
　図1を参照すると、サーバ170は、インターネット175、コアネットワーク140、またはそ
の両方に接続されるように示される。サーバ170は、構造的に別々の複数のサーバとして
実装されることが可能であり、または代替的には単一のサーバに対応することがある。サ
ーバ170は、(たとえば、ウェブページをホストする)ウェブサーバ、アプリケーションダ
ウンロードサーバ、またはボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)セッション、
プッシュツートーク(PTT)セッション、グループ通信セッション、ソーシャルネットワー
キングサービスなどの特定の通信サービスをサポートするアプリケーションサーバなどの
任意の種類のサーバに対応してもよい。
【００１９】
　図1を参照すると、UE1...3は、D2DネットワークまたはD2Dグループ185の一部として示
され、UE1およびUE3は、エアインターフェース104を介してRAN120に接続される。一実施
形態では、UE2は、UE1および/またはUE3による仲介を介してRAN120に間接的にアクセスし
てもよく、それによってデータがUE2ならびにUE1およびUE3の一方(または複数)に/から「
ホップ」し、UE1およびUE3はUE2に代わってRAN120と通信する。
【００２０】
　図2は、本開示の一実施形態によるUE200を示す。UE200は、1つまたは複数のプロセッサ
205(たとえば1つまたは複数のASIC、1つまたは複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)など)
とメモリ210(たとえば、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュカード、または各コンピュータプ
ラットフォームに共通の任意のメモリ)とを含む。メモリ210は、関連するオペレーティン
グシステムを介して1つまたは複数のプロセッサ205によって実行可能な複数のアプリケー
ション1...Nを含む。UE200はまた、1つまたは複数のUI入力コンポーネント215(たとえば
、キーボードおよびマウス、タッチスクリーン、マイクロフォン、ボリュームまたは電源
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ボタンなどの1つまたは複数のボタン)と1つまたは複数のUI出力コンポーネント220(たと
えば、スピーカー、ディスプレイスクリーン、UE200を振動させるための振動デバイスな
ど)とを含む。
【００２１】
　UE200は、有線通信インターフェース225とワイヤレス通信インターフェース230とをさ
らに含む。例示的な実施形態では、有線通信インターフェース225は、周辺デバイスとの
有線ローカル接続(たとえば、USB接続、ミニUSB、Firewire、もしくはLightning接続、ヘ
ッドフォンジャック、シリアル、VGA、HDMI(登録商標)、DVI、もしくはDisplayPortなど
のグラフィックスポート、オーディオポートなど)および/または(たとえば、イーサネッ
トケーブル、もしくはHDMI v1.4以上などの有線アクセスネットワークとのブリッジとし
て機能することができる別の種類のケーブルを介した)有線アクセスネットワークとの有
線ローカル接続をサポートするために使用することができる。別の例示的な実施形態では
、ワイヤレス通信インターフェース230は、ローカルワイヤレス通信プロトコル(たとえば
、WLANまたはWiFi、WiFi Direct、Bluetooth(登録商標)、LTE-D、Miracastなど)に従った
通信用の1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含む。ワイヤレス通信インターフェ
ース225はまた、(たとえば、CDMA、W-CDMA、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続
(FDMA)、直交周波数分割多重(OFDM)、GSM(登録商標)、またはワイヤレス通信ネットワー
クもしくはデータ通信ネットワークで使用される場合がある他のプロトコルを介した)セ
ルラーRANとの通信用の1つまたは複数のワイヤレストランシーバを含んでもよい。UE200
の様々なコンポーネント205～230は、バス235を介して互いに通信することができる。
【００２２】
　図2を参照すると、UE200は、限定はしないが、スマートフォン、ラップトップコンピュ
ータ、デスクトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ウエアラブルデバイス(た
とえば、歩数計、スマートウォッチなど)などを含む任意の種類のUEに対応してもよい。U
E200の2つの特定の実装形態例が図2に示され、ラップトップ240およびタッチスクリーン
デバイス255(たとえば、スマートフォン、タブレットコンピュータなど)として示される
。ラップトップ240は、ディスプレイスクリーン245とUI領域250(たとえば、キーボード、
タッチパッド、電源ボタンなど)とを含み、図示されないが、ラップトップ240は、様々な
ポートならびに有線および/またはワイヤレストランシーバ(たとえば、イーサネットカー
ド、WiFiカード、ブロードバンドカード、全地球測位システム(GPS)アンテナなどの衛星
測位システム(SPS)アンテナ)を含んでもよい。
【００２３】
　タッチスクリーンデバイス255は、当技術分野で知られているように、とりわけタッチ
スクリーンディスプレイ260、周辺ボタン265、270、275、および280(たとえば、電源ボタ
ン、音量調整ボタンまたは振動調節ボタン、機内モード切替ボタンなど)、ならびに少な
くとも1つのフロントパネルボタン285(たとえば、ホームボタンなど)などのコンポーネン
トで構成される。タッチスクリーンデバイス255の一部として明示的に示されないが、タ
ッチスクリーンデバイス255は、限定はしないが、WiFiアンテナ、セルラーアンテナ、SPS
アンテナ(たとえば、GPSアンテナ)などを含む、1つもしくは複数の外部アンテナおよび/
またはタッチスクリーンデバイス255の外部ケーシングに内蔵される1つもしくは複数の内
蔵アンテナを含むことができる。
【００２４】
　図3は、本開示のある実施形態による、構造的なコンポーネントを含む通信デバイス300
を示す。通信デバイス300は、限定はしないが、UE200などを含む上述の通信デバイスのい
ずれかに対応することができる。
【００２５】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を受信および/または送信するように構成
されるトランシーバ回路305を含む。ある例では、通信デバイス300がワイヤレス通信デバ
イス(たとえば、UE200)に対応する場合、情報を受信および/または送信するように構成さ
れるトランシーバ回路305は、ワイヤレストランシーバおよび関連するハードウェア(たと
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えば、RFアンテナ、モデム、変調器および/または復調器など)などのワイヤレス通信イン
ターフェース(たとえば、Bluetooth(登録商標)、Wi-Fi、Wi-Fi Direct、LTE Directなど)
を含むことができる。別の例では、情報を受信および/または送信するように構成される
トランシーバ回路305は、有線通信インターフェース(たとえば、シリアル接続、USB、Fir
ewire、もしくはLightning接続、インターネット175にアクセスするのを可能にするイー
サネット接続など)に対応することができる。さらなる例では、情報を受信および/または
送信するように構成されるトランシーバ回路305は、通信デバイス300がそのローカル環境
をそれによって監視することができる感知または測定ハードウェア(たとえば、加速度計
、温度センサ、光センサ、ローカルRF信号を監視するためのアンテナなど)を含むことが
できる。情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路305はまた
、実行されると、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路3
05の関連するハードウェアにその受信および/または送信機能を実行することを許可する
ソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情報を受信および/または送信するよ
うに構成されるトランシーバ回路305は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報
を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路305は、その機能を達成
するための構造的なハードウェアに少なくとも一部依拠する。その上、情報を受信および
/または送信するように構成されるトランシーバ回路305は、背後にある機能が受信または
送信機能に対応する限り、「受信」および「送信」以外の語により示唆されることがある
。たとえば、取得すること(obatining)、得ること(acquiring)、取り出すこと、測定する
ことなどの機能が、いくつかの文脈では特定のタイプの受信機能として、情報を受信およ
び/または送信するように構成されるトランシーバ回路305によって実行されてもよい。別
の例では、送信すること、配信すること、搬送すること、転送することなどの機能が、い
くつかの文脈では特定のタイプの送信機能として、情報を受信および/または送信するよ
うに構成されるトランシーバ回路305によって実行されてもよい。他のタイプの受信およ
び/または送信機能に対応する他の機能もまた、情報を受信および/または送信するように
構成されるトランシーバ回路305によって実行されてもよい。
【００２６】
　図3を参照すると、通信デバイス300はさらに、情報を処理するように構成される少なく
とも1つのプロセッサ310を含む。情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロ
セッサ310によって実行されてもよいタイプの処理の例示的な実装形態は、限定はされな
いが、決定を行うこと、接続を確立すること、異なる情報選択肢の中から選択を行うこと
、データに関する評価を実行すること、測定動作を実行するために通信デバイス300に結
合されるセンサと対話すること、情報をあるフォーマットから別のフォーマットに(たと
えば、.wmvから.aviになどの異なるプロトコル間で)変換することなどを含む。たとえば
、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310は、汎用プロセッサ、
DSP、ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント
、または本明細書で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを
含むことができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代わりに、
情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310は、任意の従来のプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。プ
ロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPおよびマイクロプ
ロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマ
イクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)として実装されてもよい。情報を
処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310はまた、実行されると、情報を
処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310の関連するハードウェアにその
処理機能を実行することを許可するソフトウェアを含むことができる。しかしながら、情
報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310は、ソフトウェアだけに対
応するのではなく、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310は、
その機能を達成するために構造的なハードウェアに少なくとも一部依拠する。その上、情
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報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310は、背後にある機能が処理
機能に対応する限り、「処理」以外の語により示唆されることがある。たとえば、評価す
ること、決定すること、計算すること、特定することなどの機能が、いくつかの文脈では
特定のタイプの処理機能として、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロ
セッサ310によって実行されてもよい。他のタイプの処理機能に対応する他の機能もまた
、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310によって実行されても
よい。
【００２７】
　図3を参照すると、通信デバイス300はさらに、情報を記憶するように構成されるメモリ
315を含む。ある例では、情報を記憶するように構成されるメモリ315は、少なくとも1つ
の非一時的メモリおよび関連するハードウェア(たとえば、メモリコントローラなど)を含
むことができる。たとえば、情報を記憶するように構成されるメモリ315に含まれる非一
時的メモリは、RAM、フラッシュメモリ、ROM、消去可能プログラマブルROM(EPROM)、EEPR
OM、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知
られている任意の他の形の記憶媒体に対応してもよい。情報を記憶するように構成される
メモリ315はまた、実行されると、情報を記憶するように構成されるメモリ315の関連する
ハードウェアにその記憶機能を実行することを許可するソフトウェアも含んでもよい。し
かしながら、情報を記憶するように構成されるメモリ315は、ソフトウェアだけに対応す
るのではなく、情報を記憶するように構成されるメモリ315は、その機能を達成するため
に構造的なハードウェアに少なくとも一部依拠する。その上、情報を記憶するように構成
されるメモリ315は、背後にある機能が記憶機能に対応する限り、「記憶」以外の語によ
り示唆されることがある。たとえば、キャッシュすること、維持することなどの機能が、
いくつかの文脈では特定のタイプの記憶機能として、情報を記憶するように構成されるメ
モリ315によって実行されてもよい。他のタイプの記憶機能に対応する他の機能もまた、
情報を記憶するように構成されるメモリ315によって実行されてもよい。
【００２８】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、情報を提示するように構成されるユーザインタ
ーフェース出力回路320をさらに含む。ある例では、情報を提示するように構成されるユ
ーザインターフェース出力回路320は、少なくとも出力デバイスおよび関連するハードウ
ェアを含むことができる。たとえば、出力デバイスは、ビデオ出力デバイス(たとえば、
ディスプレイスクリーン、USB、HDMIなどのビデオ情報を搬送することができるポートな
ど)、オーディオ出力デバイス(たとえば、スピーカー、マイクロフォンジャック、USB、H
DMIなどのオーディオ情報を搬送することができるポートなど)、振動デバイス、および/
または、それによって情報を出力のためにフォーマットすることができ、もしくは情報を
通信デバイス300のユーザまたは操作者によって実際に出力することができる任意の他の
デバイスを含むことができる。たとえば、通信デバイス300が、図2に示されるようなUE20
0に対応する場合、情報を提示するように構成されるユーザインターフェース出力回路320
は、ディスプレイ245またはタッチスクリーンディスプレイ260などのディスプレイを含む
ことができる。情報を提示するように構成されるユーザインターフェース出力回路320は
また、実行されると、情報を提示するように構成されるユーザインターフェース出力回路
320の関連するハードウェアにその提示機能を実行することを許可するソフトウェアを含
むことができる。しかしながら、情報を提示するように構成されるユーザインターフェー
ス出力回路320は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、情報を提示するように構成
されるユーザインターフェース出力回路320は、その機能を達成するために構造的なハー
ドウェアに少なくとも一部依拠する。その上、情報を提示するように構成されるユーザイ
ンターフェース出力回路320は、背後にある機能が提示機能に対応する限り、「提示」以
外の語により示唆されることがある。たとえば、表示すること、出力すること、促すこと
、伝えることなどの機能が、いくつかの文脈では特定のタイプの提示機能として、情報を
提示するように構成されるユーザインターフェース出力回路320によって実行されてもよ
い。他のタイプの提示機能に対応する他の機能もまた、情報を提示するように構成される
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ユーザインターフェース出力回路320によって実行されてもよい。
【００２９】
　図3を参照すると、通信デバイス300は、ローカルユーザ入力を受信するように構成され
るユーザインターフェース入力回路325をさらに含む。ある例では、ローカルユーザ入力
を受信するように構成されるユーザインターフェース入力回路325は、少なくともユーザ
入力デバイスおよび関連するハードウェアを含むことができる。たとえば、ユーザ入力デ
バイスは、ボタン、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、カメラ、オーディオ入
力デバイス(たとえば、マイクロフォン、またはマイクロフォンジャックなどのオーディ
オ情報を搬送することができるポートなど)、および/またはそれによって通信デバイス30
0のユーザもしくは操作者から情報を受信することができる任意の他のデバイスを含むこ
とができる。たとえば、通信デバイス300が図2に示されるようなUE200に対応する場合、
ローカル入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力回路325は、UI領
域250またはタッチスクリーンディスプレイ260などに対応してもよい。また、ローカルユ
ーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力回路325はまた、実行
されると、ローカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力
回路325の関連するハードウェアにその入力受信機能を実行することを許可するソフトウ
ェアも含むことができる。しかしながら、ローカルユーザ入力を受信するように構成され
るユーザインターフェース入力回路325は、ソフトウェアだけに対応するのではなく、ロ
ーカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力回路325は、
その機能を達成するために構造的なハードウェアに少なくとも一部依拠する。その上、ロ
ーカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力回路325は、
背後にある機能がローカルユーザ入力受信機能に対応する限り、「ローカルユーザ入力を
受信する」以外の語により示唆されることがある。たとえば、取得すること、受信するこ
と、収集することなどの機能が、いくつかの文脈では特定のタイプのローカルユーザ入力
受信機能として、ローカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェー
ス入力回路325によって実行されてもよい。他のタイプのローカルユーザ入力受信機能に
対応する他の機能もまた、ローカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインタ
ーフェース入力回路325によって実行されてもよい。
【００３０】
　図3を参照すると、305から325の構成される構造的なコンポーネントは、図3では関連す
る通信バス(明示的に示されていない)を介して互いに暗黙的に結合される別個のまたは相
異なるブロックとして示されるが、305から325のそれぞれの構成される構造的なコンポー
ネントがその機能をそれによって実行するハードウェアおよび/またはソフトウェアは、
部分的に重複できることが了解されるであろう。たとえば、305から325の構成される構造
的なコンポーネントの機能を容易にするために使用される任意のソフトウェアを、情報を
記憶するように構成されるメモリ315と関連付けられた非一時的メモリに記憶することが
できるので、305から325の構成される構造的なコンポーネントは各々、それぞれの機能(
すなわち、この場合ソフトウェア実行)を、情報を記憶するように構成されるメモリ315に
よって記憶されたソフトウェアの動作に一部基づいて実行する。同様に、305から325の構
成される構造的なコンポーネントのうちの1つと直接関連付けられたハードウェアは、305
から325の構成される構造的なコンポーネントの他のものによって時々借用または使用さ
れてもよい。たとえば、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ310
は、情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路305によって送
信される前に、データを適切な形式にフォーマットすることができるので、情報を受信お
よび/または送信するように構成されるトランシーバ回路305は、その機能(すなわち、こ
の場合データの送信)を、情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ31
0と関連付けられる構造的なハードウェアの動作に一部に基づいて実行する。
【００３１】
　表示機能を有する多くのUEは、スクリーンショットキャプチャ機能をサポートする。た
とえば、Windowsオペレーティングシステム(OS)を動作させるコンピュータ(たとえば、ラ
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ップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ)は、ユーザがALTキーとPrintScree
nキーを同時に押したことに応答してクリップボードメモリにスクリーンショット画像(た
とえば、構成設定に応じてディスプレイスクリーン領域全体のスクリーンショット画像ま
たは特定のウィンドウ領域のスクリーンショット画像)をコピーする。別の例では、iOS(
たとえば、iPhone(登録商標)、iPad(登録商標)、iPod Touch(登録商標)など)などのモバ
イルオペレーティングシステムを動作させるUEは、ユーザがホームボタンと電源ボタンを
同時に押したことに応答してフォトギャラリーにスクリーンショット画像をコピーする。
【００３２】
　ユーザは、限定はしないが、ショッピングウェブサイトからの所望の項目の保存、購入
確認の保存、テキストチャット対話の特定の部分の保存、ビデオプログラム(たとえば、T
V、YouTubeなど)の特定のフレームの保存、地図またはナビゲーション経路の特定の部分
の保存、電子書籍または情報ウェブサイト(たとえば、ウィキペディアなど)からの特定の
テキストの保存などを含む様々な理由でスクリーンショットをキャプチャすることを望む
場合がある。
【００３３】
　図4は、UE動作環境400におけるスクリーンショットキャプチャに関連するコンポーネン
ト相互作用の一例を示す。UE動作環境400は、OS405と、ディスプレイエンジン410(たとえ
ば、1つまたは複数のグラフィックスデバイスドライバ、グラフィックスカード、専用グ
ラフィックスカーネルなど)と、UE実行可能アプリケーション1...N(たとえば、UEにおい
て関連するメモリに記憶されたアプリケーション、ここでNは2以上である)と、スクリー
ンショット生成モジュール420とを含む。UE動作環境400は、(たとえば、図2の215、図3の
325などに対応する)UI入力コンポーネント425と、(図2の220、図3の320などに対応する)
ディスプレイスクリーン430と、(図2の210、図3の315などに対応する)メモリ435とをさら
に含む。
【００３４】
　図4を参照すると、1～7として列挙された動作を介して機能フローが示される。動作1～
7の特定の順序は実装形態ごとに異なる場合がある(たとえば、動作3および4を任意の順序
で行うことなどが可能である)。動作1において、スクリーンショット要求がUI入力コンポ
ーネント425を介してOS405によって検出される。たとえば、動作1は、ユーザがWindows O
S環境においてキーボードのキーを介してALTとPrintScreenを同時に押したことの検出、
ユーザがiOS環境においてホームボタンと電源ボタンを同時に押したことの検出などに対
応してもよい。動作2において、OS405は、ディスプレイエンジン410にスクリーンショッ
ト要求を送る。動作3において、アプリケーション1は、ディスプレイスクリーン430によ
って出力されるディスプレイフレーム内にレンダリングすべきアプリケーション固有画像
データをディスプレイエンジン410に提供する。動作4において、アプリケーション2...N
はまた、場合によってはディスプレイスクリーン430によって出力されるディスプレイフ
レーム内にレンダリングすべきアプリケーション固有画像データを提供してもよい。UEが
アプリケーション1に対してフルスクリーンモードで動作することが可能であり、その場
合アプリケーション1に関する画像データのみがディスプレイフレームの一部を構成する
ので、動作4は任意である。動作5において、ディスプレイエンジン410は、アプリケーシ
ョン1(および場合によっては、アプリケーション2...N)からのアプリケーション固有画像
データに基づいて、レンダリングされたスクリーンデータをディスプレイスクリーン430
に送る。
【００３５】
　ディスプレイエンジン410はまた、動作6において、OS405からのスクリーンショット要
求に応答して、レンダリングされたスクリーンデータをスクリーンショット生成モジュー
ル420に送る。スクリーンショット生成モジュール420は、レンダリングされたスクリーン
データに基づき、あるファイル固有(またはアプリケーション汎用)メタデータ(たとえば
、スクリーンキャプチャ時間、ファイル名、ファイルサイズなど)にも基づいてスクリー
ンショットを生成する。動作7において、スクリーンショット生成モジュール420は、生成
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された(またはキャプチャされた)スクリーンショットをメモリ435に送り、スクリーンシ
ョットはそこで、記憶されたスクリーンショット1...Nのセットの間に記憶される。
【００３６】
　スクリーンショットは、特定の時点においてディスプレイスクリーン上に示された生画
像データを記憶するうえで非常に有効であるが、スクリーンショットにおいて示されたア
プリケーションセッションの状態(またはセッション状態)にユーザ(たとえば、最初のス
クリーンショットを取ったユーザまたはスクリーンショットが共有される異なるユーザ)
を戻すうえでは特に有効ではない場合がある。たとえば、スクリーンショットに関連して
記憶される従来のメタデータは一般に、ファイル固有メタデータのみ(たとえば、スクリ
ーンキャプチャ時間、ファイル名、ファイルサイズなど)を含み、このメタデータは、ス
クリーンショット上の地図上に示された住所へのナビゲーション経路をプロットしたいユ
ーザ、またはある購入品目に関する購入確認のスクリーンショットに基づいてその購入品
目に関する出荷状況をチェックしたいユーザなどには特に有用ではない。
【００３７】
　したがって、本開示の実施形態は、キャプチャされたスクリーンショットに画像データ
を提供しているアプリケーションのセッション状態を定義するアプリケーション固有メタ
データにキャプチャされたスクリーンショットを関連付けることを対象とする。後述のよ
うに、アプリケーション固有メタデータは、単にキャプチャされたスクリーンショットの
生画像コンテンツを表示するのではなく、UEがアプリケーション固有メタデータによって
定義されるセッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するのを可能にしてもよい。
【００３８】
　図5は、本開示の一実施形態によるスクリーンショットキャプチャ手順を示す。図5のス
クリーンショットキャプチャ手順は、UEにおいて実行され、ディスプレイスクリーンの一
部または全部上に出力されている画像データをキャプチャする。ディスプレイスクリーン
は、UE自体のディスプレイスクリーンに対応してもよく、その場合スクリーンショットキ
ャプチャは、図4に関して上記で説明した例(たとえば、スクリーンショットのセルフキャ
プチャ)と同様である。しかし、代替として、ディスプレイスクリーンは別のデバイスの
ディスプレイスクリーンに対応してもよく、その場合キャプチャされるスクリーンショッ
トは、他のデバイスのディスプレイスクリーンのスナップショットである(たとえば、UE
のユーザがUEをカメラモードにして別のディスプレイスクリーンのスナップショットを撮
る)。図5に関して説明したディスプレイスクリーンは、図2におけるUE200のUI出力コンポ
ーネント220のうちの1つまたは図3の情報を提示するように構成されるユーザインターフ
ェース出力回路320に対応してもよい。
【００３９】
　図5を参照すると、ブロック500において、UEは、ディスプレイスクリーン上に出力され
ている画像データのスクリーンショットをキャプチャする要求を検出する。たとえば、ブ
ロック500は、ユーザがWindows OS環境においてキーボードのキーを介してALTとPrintScr
eenを同時に押したことの検出、ユーザがiOS環境においてホームボタンと電源ボタンを同
時に押したことの検出などに対応してもよい。別の例では、上述のように、ブロック500
は、ユーザがUEをカメラモード(またはビューファインダーモード)にして外部ディスプレ
イスクリーンのスナップショットを撮ったことの検出に対応してもよい。ブロック505に
おいて、UEは、要求が検出されたときにディスプレイスクリーン上に出力されている画像
データの少なくとも一部を提供しているアプリケーションのセッション状態を定義する(
あるいはセッション状態の1つまたは複数の特徴の再作成を容易にするように構成される)
アプリケーション固有メタデータを取得する。
【００４０】
　本明細書で使用するアプリケーション固有メタデータは、特定のアプリケーションとの
セッションを初期設定する情報(たとえば、あるURLにアクセス可能なウェブサイトとのウ
ェブセッションを開始するためにウェブブラウザによって使用されるURL、アプリケーシ
ョンを識別してアプリケーションセッションを開始するために使用できるアプリケーショ
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ンIDなど)に部分的に基づいてセッション状態を定義してもよい。しかし、アプリケーシ
ョン固有メタデータは、初期設定セッション状態だけでなく、スクリーンキャプチャを受
けている画像データに反映される瞬間的な(または現在の)セッション状態をさらに特徴付
ける。たとえば、セッション状態は、ズームのレベル、関連するウェブページ上でユーザ
がスクロールした特定の関心対象、URLからストリーミングされたビデオフレームが画像
データにおいて示された時点などのURL自体からは導き出せないようにURLセッションを特
徴付ける二次情報に結合されるURLを含んでもよい。一例では、アプリケーション固有メ
タデータに付加される場合があるURLは、トップレベルウェブページURLを含むだけでなく
、画像URLおよび画像代替(alt)テキスト(たとえば、画像を容易に取得できない場合に画
像の代わりに表示されるテキスト)を含んでもよい。一例では、画像URLおよび/または画
像代替テキストは、トップレベルウェブページがもはや利用可能ではなく、ならびに/ま
たはロードするのに時間がかかる場合にフォールバック機構として使用されてもよい。
【００４１】
　以下でより詳細に説明するように、1つまたは複数の追加のアプリケーションもまたデ
ィスプレイスクリーン上に出力されている画像データを提供している場合、UEは、1つま
たは複数の追加のアプリケーションの1つまたは複数のセッション状態を定義する(あるい
はセッション状態の1つまたは複数の特徴の再作成を容易にするように構成される)アプリ
ケーション固有メタデータを取得してもよい。
【００４２】
　図5のブロック505を参照すると、アプリケーション固有メタデータは、以下の方法の任
意の組合せを含む様々な方法で取得されてもよい。
・アプリケーション固有メタデータの一部がアプリケーションから直接取り出されてもよ
く(たとえば、アプリケーション自体が、スクリーンショットに示されるアプリケーショ
ンセッション状態の特徴の一部または全部を再作成するために使用される場合があるアプ
リケーション固有メタデータを提供する)、
・アプリケーション固有メタデータの一部が、UEのオペレーティングシステムによって提
供されてもよく、
・アプリケーション固有メタデータの一部が、コンピュータビジョン機能を介してディス
プレイスクリーン上に出力されている画像データから導出または抽出されてもよく(たと
えば、ディスプレイスクリーン上に出力されている画像データに含まれるテキストに光学
文字認識(OCR)が適用され、アプリケーション固有メタデータに付加される)、
・アプリケーション固有メタデータの一部が、UEの外部の別のデバイスから受信されても
よい。上述のスナップショットの例では、第1のUEが第2のUEに接続されてもよい。第1のU
Eは、第2のUEのディスプレイスクリーンのスナップショットを撮る。第1のUEは、スナッ
プショットがキャプチャされたときに第2のUEにおいてディスプレイスクリーン出力に画
像データを提供している1つまたは複数のアプリケーションのセッション状態を特徴付け
るアプリケーション固有メタデータに関するクエリを(たとえば、D2D接続を介して)送る
。第2のUEは、要求されたアプリケーション固有メタデータを(たとえば、D2D接続を介し
て)提供する。
・アプリケーション固有メタデータの一部は、上述のソースのいずれかから受信され、次
いで異なる形態に後処理されてもよい。たとえば、ウェブブラウザが、スクリーンショッ
トに表示される現在のURLを提供してもよく、このURLが分析または後処理されて、現在の
URLの特定のセッション状態を再作成するための二次情報が得られる(たとえば、Google M
aps URLがスクリーンショットにキャプチャされ、後処理によって、アプリケーション固
有メタデータにおける特定のURLとは異なり、スクリーンショットおよび識別されたGoogl
e Mapsに示される住所または地理的エリアが抽出される)。後処理は、専用アプリケーシ
ョンもしくはソフトウェアモジュール、OS、またはアプリケーション自体などの任意の適
切なエンティティによって実行することができる。
【００４３】
　図5を参照すると、ブロック510において、UEは、要求に応答して、ディスプレイスクリ



(18) JP 2020-504855 A 2020.2.13

10

20

30

40

50

ーン上に出力されている画像データのスクリーンショットを選択的にキャプチャする。一
例では、ブロック510におけるスクリーンショットキャプチャは常に実行されてもよい。
しかし、他の実施形態では、ブロック510におけるスクリーンショットキャプチャは、記
憶空間因子またはアプリケーション固有メタデータ信頼度因子などの様々な基準に基づい
てもよい。たとえば、非常に信頼度の高いアプリケーション固有メタデータがディスプレ
イスクリーン上に出力されている画像データの再作成に利用可能である場合(たとえば、
ディスプレイフレーム内にフルスクリーンで表示されている画像ファイルへのディープリ
ンクURL)、ディスプレイフレームをスクレイピングしてスクリーンショットの特定のピク
セルをキャプチャすることを省略することができる。別の例では、UE上の利用可能な記憶
空間がごく限られる場合、ブロック510におけるスクリーンショットキャプチャが(たとえ
ば、記憶空間を節約するために)省略されてもよい。したがって、「キャプチャされた」
スクリーンショットに対する参照が行われ、ブロック510のスクリーンショットキャプチ
ャが実際に行われることが暗黙的に示されるが、これらの参照は一例として行われる。他
の実施形態では、ブロック505においてスクリーンショットを実際にキャプチャすること
なく(キャプチャして記憶することなく)アプリケーション固有メタデータを取得してもよ
い。
【００４４】
　引き続き図5のブロック510を参照すると、ブロック510が必ずしもブロック505の後に行
われるとは限らないことが了解されよう。ブロック505～510に示されるそれぞれの動作は
、任意の順序で行うかまたは場合によっては同時に行うことができる。さらに、ブロック
510におけるスクリーンショットキャプチャは、フルスクリーンキャプチャ(たとえば、デ
ィスプレイスクリーンによって出力されているディスプレイフレーム全体のスクリーンシ
ョットがキャプチャされる)または部分スクリーンキャプチャ(たとえば、ユーザ定義され
る場合がある、ディスプレイフレーム内の特定のウィンドウまたはディスプレイスクリー
ンの特定の部分がキャプチャされる)。一例では、部分スクリーンキャプチャの場合、ブ
ロック505において取得されるアプリケーション固有メタデータは、ブロック510において
キャプチャされる関連する画面エリア内部に画像データを提供しているアプリケーション
に限定されてもよく、ブロック510においてキャプチャされる関連する画面エリアの外部
の画像データのみを提供しているアプリケーションに関するアプリケーション固有メタデ
ータを省略してもよい。さらに、ブロック510のスクリーンキャプチャが複数のディスプ
レイスクリーンによって出力されるディスプレイフレームに関係することが考えられ、そ
の場合スクリーンショットは、複数のディスプレイスクリーン全体にわたる画像データを
包含してもよく、1つの指定されたディスプレイスクリーンのみに関する画像データを包
含してもよい。上述のように、ブロック510のキャプチャ動作は、UE自体のディスプレイ
スクリーンによって出力されている画像データのキャプチャに対応してもよく、または代
替としてUEのカメラによって撮られた外部デバイスのディスプレイスクリーンのスナップ
ショットに対応してもよい。
【００４５】
　図5を参照すると、キャプチャが行われた後、UEは、取得されたアプリケーション固有
メタデータをブロック515において記憶する。ブロック515は、様々な方法で実施すること
ができる。一例では、キャプチャされたスクリーンショットは、ブロック515において、
取得されたアプリケーション固有メタデータに関連して記憶されてもよい。ただし、これ
は厳密である必要はない(たとえば、アプリケーション固有メタデータが取得された後、
たとえばメモリを節約するために、キャプチャされたスクリーンショットを破棄すること
ができると考えられる)。キャプチャされたスクリーンショットとアプリケーション固有
メタデータの両方がブロック515において記憶される場合、一例ではキャプチャされた画
像データが記憶される媒体部分から離れたスクリーンショットファイルのヘッダまたはオ
ーバーヘッド部分にアプリケーション固有メタデータを(ファイル名、スクリーンキャプ
チャの時間などの他のファイル固有メタデータを記憶する方法と同様に)付加することが
できる。キャプチャされたスクリーンショットとアプリケーション固有メタデータの両方
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がブロック515において記憶される別の例では、アプリケーション固有メタデータは、媒
体部分自体の画像データにウォーターマークとして埋め込まれてもよい。キャプチャされ
たスクリーンショットとアプリケーション固有メタデータの両方がブロック515において
記憶される別の例では、アプリケーション固有メタデータをスクリーンショットファイル
とは別に記憶することができ、ここである種のポインタまたは他の仮想リンクが、上記で
ブロック515において説明した関連付けを形成する。
【００４６】
　図5を参照すると、ブロック520において、UEは、場合によってはキャプチャされたスク
リーンショットおよび/または記憶されたアプリケーション固有メタデータを更新する。
キャプチャされたスクリーンショットおよび/または記憶されたアプリケーション固有メ
タデータをどのように更新するかの様々な例を次に示す。
【００４７】
　図5のブロック520の第1の例では、ユーザは、キャプチャされたスクリーンショットを
クロッピングすることによって、キャプチャされたスクリーンショットを編集または修正
してもよい。一実施形態では、キャプチャされたスクリーンショットをクロッピングする
ことが、任意のアプリケーション固有メタデータがキャプチャされたスクリーンショット
のクロッピングされた部分にのみ関係するかどうかを判定するようUEに促してもよい。任
意のアプリケーション固有メタデータがキャプチャされたスクリーンショットのクロッピ
ングされた部分にのみ関係する場合、クロッピングされた部分に関係するアプリケーショ
ン固有メタデータを削除することができる(たとえば、ユーザは、特定の画像がもはや示
されないようにキャプチャされたスクリーンショットをクロッピングし、画像URLおよび/
またはその特定の画像用の画像代替テキストをアプリケーション固有メタデータから削除
することができる)。別の実施形態では、ユーザは、クロッピングされたキャプチャ済み
のスクリーンショット内には単一の画像のみが表示されたままになるように、キャプチャ
されたスクリーンショットをクロッピングしてもよい。この場合、残りの画像に関する画
像URLは、クロッピングされた部分に関係する他のアプリケーション固有メタデータに対
して優先されてもよい。
【００４８】
　図5のブロック520の第2の例では、ユーザは、キャプチャされたスクリーンショット内
の1つまたは複数のアイテム(たとえば、人、製品、位置など)にタグ付けすることなどの
補足情報を付加するようにキャプチャされたスクリーンショットを編集または修正しても
よい。アプリケーション固有メタデータは、タグ付けされたアイテムの参照を含むように
ブロック520において更新されてもよい(たとえば、キャプチャされたスクリーンショット
が特定の映画の映画チケットを示し、ユーザがその特定の映画にタグ付けし、アプリケー
ション固有メタデータが、その映画を購入することができるウェブサイトへのURLを含む
ように更新される)。
【００４９】
　図5のブロック520の第3の例では、ブロック510においてスクリーンショットをキャプチ
ャし、キャプチャされたスクリーンショットをブロック515においてアプリケーション固
有メタデータと関連付けて記憶し、その後ユーザがキャプチャされたスクリーンショット
を削除すると仮定する。一例では、これによって関連するアプリケーション固有メタデー
タが削除されてもよい。代替例では、キャプチャされたスクリーンショットが削除される
場合でもまた、アプリケーション固有メタデータが保存されてもよい。
【００５０】
　図5のブロック520の第4の例では、画像データは、1つまたは複数の情報対象(たとえば
、地図、バス運行表など)を含んでもよい。この場合、情報対象は、アプリケーション固
有メタデータにおいて識別されてもよい。UEは、(WiFi接続が利用可能な間月1回など定期
的に、またはUEがアプリケーションのセッション状態を再作成することを求められたとき
必ずなどイベントトリガ的に)情報対象をチェックして、更新があるかどうか(たとえば、
地図の更新、バス運行表の修正)を判定してもよい。一例では、OCR整合またはコンピュー
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タビジョンベースの類似性整合アルゴリズムを使用して情報対象を識別することができる
。さらなる一例では、機械学習画像分類を使用して、更新が実行される場合がある情報対
象を検出する(たとえば、ミームに関する更新チェックではなく、バス運行表に関する更
新チェックを実行する)ことができる。さらなる一例では、情報対象は、スクリーンショ
ットにおいて視覚的に示されるかまたは他の方法で参照される識別された製品に関する製
品価格設定を含んでもよい。この場合、更新チェックは、製品に関するリアルタイム価格
設定を(たとえば、Amazon.comなどの小売業者の特定のセットから)取り込むことを含んで
もよい。たとえば、ユーザは、ランニングシューズを示すスクリーンショットのスナップ
ショットを撮ってもよく、更新チェックでは、ランニングシューズのリアルタイム価格設
定を監視し、価格が変更される場合にユーザに通知してもよい。
【００５１】
　図6は、本開示の一実施形態によるUE動作環境600におけるスクリーンショットキャプチ
ャに関連するコンポーネント相互作用の一例を示す。図6に示す例は、ブロック505におい
て、アプリケーション固有メタデータが、画像を提供するアプリケーションから取得され
、ブロック510において、UEがUE自体のディスプレイスクリーンのスクリーンショットを
キャプチャする実装形態に固有の例である。しかし、これは、非限定的な例を意図するも
のであり、1つまたは複数の他の代替ソースからアプリケーション固有メタデータを取得
することができ、UEは代替的に、上述のように外部ディスプレイスクリーンのスクリーン
ショットをキャプチャすることができる。
【００５２】
　コンポーネントに関して、UE動作環境600は、図4のUE動作環境400に類似している。し
たがってUE動作環境600は、OS605と、ディスプレイエンジン610(たとえば、1つまたは複
数のグラフィックスデバイスドライバ、グラフィックスカード、専用グラフィックスカー
ネルなど)と、UE実行可能アプリケーション1...N(たとえば、UEにおいて関連するメモリ
に記憶されたアプリケーション、ここでNは2以上である)と、スクリーンショット生成モ
ジュール620とを含む。UE動作環境600は、(たとえば、図2の215、図3の325などに対応す
る)UI入力コンポーネント625と、(図2の220、図3の320などに対応する)ディスプレイスク
リーン630と、(図2の210、図3の315などに対応する)メモリ635とをさらに含む。
【００５３】
　図6を参照すると、図5のプロセスの例示的な実装形態が、1～10として列挙された動作
を介して示される。動作1～10の特定の順序は実装形態ごとに異なる場合がある(たとえば
、動作4および5を任意の順序で行えることなど)。動作1において、スクリーンショット要
求がUI入力コンポーネント425を介してOS605によって検出される。たとえば、動作1は、
ユーザがWindows OS環境においてキーボードのキーを介してALTとPrintScreenを同時に押
したことの検出、ユーザがiOS環境においてホームボタンと電源ボタンを同時に押したこ
との検出などに対応してもよい。動作2において、OS605は、ディスプレイエンジン610に
スクリーンショット要求を送る。図6における動作1～2は、図4に関して上記で説明した動
作1～2と同様である。
【００５４】
　図6を参照すると、動作3において、OS605は、アプリケーション1および場合によっては
アプリケーション2...Nにセッション状態要求を送る。一例では、アプリケーション2...N
が現在実行されていないか、または現在スクリーンショットに関するターゲットエリア内
の画像データを提供していない場合、OS605はアプリケーション2...Nにセッション状態要
求を送る必要はない。
【００５５】
　図6を参照すると、動作4において、アプリケーション1は、ディスプレイスクリーン630
によって出力されるディスプレイフレーム内にレンダリングすべきアプリケーション固有
画像データをディスプレイエンジン610に提供する。動作5において、アプリケーション2.
..Nはまた、場合によってはディスプレイスクリーン630によって出力されるようにディス
プレイフレーム内でレンダリングすべきアプリケーション固有画像データを提供してもよ
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い。UEがアプリケーション1に対してフルスクリーンモードで動作することが可能であり
、その場合アプリケーション1に関する画像データのみがディスプレイフレームの一部を
構成しているので、動作5は任意である。動作6において、ディスプレイエンジン610は、
アプリケーション1(および場合によっては、アプリケーション2...N)からのアプリケーシ
ョン固有画像データに基づいて、レンダリングされたスクリーンデータをディスプレイス
クリーン630に送る。ディスプレイエンジン610はまた、OS405からのスクリーンショット
要求に応答して、動作7において、レンダリングされたスクリーンデータをスクリーンシ
ョット生成モジュール620に送る。図6における動作4～7は、図4に関して上記で説明した
動作3～6と同様である。
【００５６】
　アプリケーション1は、動作3におけるOS605からのセッション状態要求に応答して、動
作8において、アプリケーション1の現在のセッション状態の1つまたは複数の特徴の再作
成を容易にするように構成されるアプリケーション固有メタデータをスクリーンショット
生成モジュール620に送る。動作8においてアプリケーション1によって送られたアプリケ
ーション固有メタデータ内に含まれる特定のデータまたはパラメータは、(i)OS605からの
セッション状態要求によって指定するか、(ii)アプリケーション1によって指定するか、
または(iii)それらの任意の組合せとすることができる。言い換えれば、動作時のセッシ
ョン状態要求は、特定の種類の情報を求めてもよく、またはどんな特定のデータを含める
かに関してターゲットアプリケーションに従いつつ、単にターゲットアプリケーションに
アプリケーション固有メタデータを提供するよう要求してもよく、またはこれらを組み合
わせて行ってもよい。以下により詳細に説明するように、アプリケーション1に関するア
プリケーション固有画像データが、(動作4と同様に)ディスプレイエンジン610に送られる
かまたは(動作6と同様に)出力されるディスプレイスクリーンに提供されたときに、アプ
リケーション1から要求されたアプリケーション固有メタデータを使用して、アプリケー
ション1のセッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成することができる。アプリケー
ション2...Nはまた、動作9において、場合によってはアプリケーション2...Nの現在のセ
ッション状態の1つまたは複数の特徴の再作成を容易にするように構成されるアプリケー
ション固有メタデータをスクリーンショット生成モジュール620に送る。動作9は、アプリ
ケーション2...Nが、(動作5が任意であるので)画像データを提供していない場合もあり、
またはスクリーンショット内にキャプチャすべき関連するスクリーンエリアの外側にある
エリアに画像データを提供している場合(たとえば、ディスプレイスクリーン630が第1お
よび第2のディスプレイスクリーンを含み、アプリケーション2...Nが、スクリーンショッ
ト用に指定されていないディスプレイスクリーンにのみ画像データを提供している場合、
ディスプレイスクリーン630が第1および第2のウィンドウを含み、アプリケーション2...N
が、スクリーンショット用に指定されていないウィンドウにのみ画像データを提供してい
る場合など)もあるので任意である。
【００５７】
　図6を参照すると、スクリーンショット生成モジュール620は、レンダリングされたスク
リーンデータならびにアプリケーション1...Nから受信された任意のアプリケーション固
有メタデータに基づいてスクリーンショットを生成する。スクリーンショットはまた、あ
るファイル固有(またはアプリケーション汎用)メタデータ(たとえば、スクリーンキャプ
チャ時間、ファイル名、ファイルサイズなど)に基づいて生成されてもよい。スクリーン
ショットとアプリケーション固有メタデータの組合せは、図6には「スクリーンショット+
」として示される。動作10において、スクリーンショット生成モジュール620は、生成さ
れた(またはキャプチャされた)スクリーンショット+をメモリ635に送り、スクリーンショ
ット+はそこで、記憶されたスクリーンショット+ 1...Nのセットの間に記憶される。上記
で図5のブロック515に関して説明したように、各スクリーンショット+は、アプリケーシ
ョン固有メタデータを媒体ウォーターマークとして含むかまたは補足ヘッダ情報を介して
埋め込まれたアプリケーション固有メタデータを含む単一のスクリーンショットファイル
に対応するか、または代替としてメモリ内で互いにリンクされるかまたは関連付けられた
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2つの別個のファイルに対応してもよい。また、他の実施態様では、スクリーンショット+
は、(たとえば、メモリを節約することなどのために)関連するキャプチャされた画像デー
タを含まないアプリケーション固有メタデータから構成されてもよい。
【００５８】
　図7は、本開示の一実施形態によるスクリーンショットキャプチャ時のアプリケーショ
ンセッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成するプロセスを示す。図7のプロセスは
、スクリーンショットをキャプチャしたのと同じUEにおいて実施されてもよく、または代
替として異なるUEにおいて実施されてもよい。たとえば、図5のプロセスを実行するUEは
、アプリケーション固有メタデータを含むキャプチャされたスクリーンショット(または
スクリーンショット+)をソーシャルネットワーキングサービスと共有してもよく、ソーシ
ャルネットワーキングサービスは次いで、キャプチャされたスクリーンショットおよびア
プリケーション固有メタデータをサードパーティUEに伝達してもよく、サードパーティUE
は次いで、図7のプロセスを実行する。別の例では、図5のプロセスを実行するUEは、アプ
リケーション固有メタデータを含むキャプチャされたスクリーンショット(またはスクリ
ーンショット+)を何らかの他の方法で(たとえば、P2PもしくはD2Dファイル交換、電子メ
ール、またはテクスティングサービスなどを介して)別のUEと共有してもよく、別のUEは
次いで、図7のプロセスを実行してもよい。また別の例では、スクリーンショットをキャ
プチャするUEが、キャプチャされた画像データを保持する関連するスクリーンショットを
実際に共有することなくアプリケーション固有メタデータを共有することが可能である。
この場合、アプリケーション固有メタデータが共有されるターゲットUEは、依然としてア
プリケーション固有メタデータを使用してアプリケーションセッション状態の一部または
全部を再作成してもよい。また別の例では、上記でブロック510に関して説明したように
スクリーンショットが実際にキャプチャされ記憶されることなしに、ブロック515におい
てアプリケーション固有メタデータが記憶され、その場合ブロック500においてスクリー
ンショットをキャプチャする要求を受信した(しかし、キャプチャしないことを選択した)
UEは、依然としてアプリケーション固有メタデータを共有してもよい。したがって、以下
のスクリーンショット+の参照は少なくともまた、アプリケーション固有メタデータの一
部または全部を含むが、実際のキャプチャされたスクリーンショットを必ずしも含まなく
てもよい。
【００５９】
　図7を参照すると、ブロック700において、UEは、(たとえば、画像データのキャプチャ
されたスクリーンショットにおいて)スクリーンショットキャプチャ要求が発行されたと
きにディスプレイフレーム内の画像データを提供した第1のアプリケーションのセッショ
ン状態を定義するアプリケーション固有メタデータを取得する。アプリケーション固有メ
タデータは、ブロック700が実行されるときに対して、第1のアプリケーションの現在のセ
ッション状態を必ずしも表すとは限らない第1のアプリケーションの履歴セッション状態
を定義する。一例では、図7のUEが図5のプロセスを実行したのと同じUEに対応する場合、
ブロック700は、アプリケーション固有データをメモリからロードするUEに対応してもよ
い。別の例では、図7のUEが図5のプロセスを実行したUEとは異なるUEに対応する場合、ブ
ロック700は、外部ソースからアプリケーション固有データを受信するUE(たとえば、図5
のプロセスを実行したUE、または中間UEなどの何らかの中間エンティティ、またはソーシ
ャルネットワーキングサービスの一部としてソーシャルメディアシェアリング機能を実行
するサーバ170)に対応してもよい。
【００６０】
　図7を参照すると、UEは、ブロック703において、場合によってはキャプチャされたスク
リーンショット(利用可能な場合)および/またはアプリケーション固有メタデータを更新
する。ブロック703が実行される場合、更新後のキャプチャされたスクリーンショットお
よび/またはアプリケーション固有メタデータは、スクリーンショット+の以後の処理に使
用されてもよい。ブロック703は、図5のブロック520と同様に実行されてもよく、したが
ってブロック703については簡潔のためにこれ以上説明しない。
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【００６１】
　図7を参照すると、ブロック705において、UEは、アプリケーション固有メタデータによ
って定義される第1のアプリケーションのセッション状態をロードする要求を検出する。
アプリケーション固有メタデータがブロック700において、キャプチャされたスクリーン
ショットに関する画像データとともに取得される一例では、図7のブロック705における検
出は、ユーザがスクリーンショットを表すアイコン(またはサムネイル)をクリックし、そ
の結果、キャプチャされたスクリーンショット内に生画像データを表示する代わりに(ま
たはスクリーンショット内に生画像データを表示することに加えて)アプリケーション固
有メタデータが処理されることに対応する。アプリケーション固有メタデータがブロック
700において、キャプチャされたスクリーンショットなしに取得される代替例では、図7の
ブロック705における検出は、ロードできるユーザ選択可能なアプリケーションセッショ
ン状態などをリストするプルダウンメニューなどの様々な方法で行われてもよい。
【００６２】
　図7を参照すると、UEは、ブロック710において、ブロック705において検出された要求
に応答して第2のアプリケーションによって、アプリケーション固有メタデータを処理し
て、アプリケーション固有メタデータによって定義されるセッション状態の1つまたは複
数の特徴を再作成する。一例では、ブロック710においてアプリケーション固有メタデー
タを処理する第2のアプリケーションは、図5のブロック505における第1のアプリケーショ
ンと同じアプリケーション(たとえば、同じプラットフォームまたはOS、同じバージョン
番号など)に対応してもよい。ただし、これは厳密である必要はない。たとえば、それぞ
れのアプリケーションは、異なるバージョンを有してもよく(たとえば、Pandora iOSバー
ジョン6とPandora iOSバージョン8)、異なるプラットフォーム上で動作してもよく(たと
えば、iOSデバイス上のモバイルSafariブラウザとMacコンピュータ上のデスクトップSafa
riブラウザ)、同じアプリケーションクラスにおける異なるアプリケーションであっても
よい(たとえば、デスクトップChromeブラウザとデスクトップFirefoxブラウザ)。一例で
は、アプリケーション固有メタデータは、第1のアプリケーションのセッション状態の再
作成を試行しているアプリケーションのバージョン(たとえば、モバイルおよびデスクト
ップバージョン、特定のOSに関するアプリケーションの特定のバージョンなど)に基づい
て第1のアプリケーションのセッション状態を再作成するために取るべき特定のアクショ
ンをリストするバージョンテーブルを含んでもよい。たとえば、Google Mapsアプリケー
ションセッション状態に関して、アプリケーション固有メタデータは、バージョンテーブ
ルの一部として、モバイルGoogle Mapsアプリケーションによるセッション状態再作成に
関する第1の命令、セッション状態再作成に関してGoogle Mapsウェブサイトにナビゲート
するモバイルまたはデスクトップウェブブラウザアプリケーションによるセッション状態
再作成に関する第2の命令、異なる地図アプリケーション(たとえば、Google Mapsが利用
可能ではない場合のiOS上のApple Mapsなど)によるセッション状態再作成に関する第3の
命令などを含んでもよい。第1のアプリケーションと第2のアプリケーションが(たとえば
、PandoraやSpotifyなどのアプリケーションタイプ、iOSやWindows XPやAndroidなどのOS
、ウェブブラウザまたは専用地図アプリケーションなどのアプリケーションクラス、ioS7
互換PandoraやiOS10互換Pandoraなどのアプリケーション固有バージョン番号に関して)異
なるかどうかとは無関係に、第2のアプリケーションは、スクリーンショットがキャプチ
ャされたときに第1のアプリケーションのセッション状態の少なくともいくつかの特徴を
再作成するようにアプリケーション固有メタデータを解釈できると仮定される。
【００６３】
　引き続き図7を参照すると、第2のアプリケーションが、セッション状態の1つまたは複
数の特徴の再作成に関するアプリケーション固有メタデータを解釈できないこと(たとえ
ば、第1のアプリケーションが認識されない場合があること、URLまたはURIが無効である
ことなど)が考えられる。この場合、セッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成する
のを可能にする情報を導き出すための試行において、キャプチャされたスクリーンショッ
ト(ブロック700においてアプリケーション固有メタデータとともに取得された場合)が評
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価されてもよい。たとえば、1つまたは複数のアプリケーションにおいてキャプチャされ
たスクリーンショットとの最も近い一致を見つけるためにOCR分析および/またはコンピュ
ータビジョン画像類似性整合が使用される場合があるブルートフォース方式を使用するこ
とができる(たとえば、アプリケーションのセットの様々なスクリーンオプションをキャ
プチャされたスクリーンショットと比較して最も近い一致を見つけることができる)。別
の例では、キャプチャされた画像が、ビデオの特定のビデオフレームを示す画像データを
含み、アプリケーション固有メタデータが、ビデオの特定のビデオフレームを識別するデ
ィープリンキングURIを含まないと仮定する。上述の手法と同様に、(たとえば、コンピュ
ータビジョン類似性整合を使用して)ビデオに関係する画像データをビデオのビデオフレ
ームと比較して正しいビデオフレームを識別することができるブルートフォース方式を使
用することができる。
【００６４】
　図8は、本開示の一実施形態によるUE動作環境800におけるアプリケーションセッション
状態の再作成に関連するコンポーネント相互作用の一例を示す。各コンポーネントに関し
て、UE動作環境800は、図6のUE動作環境600と同様である。ただし、スクリーンキャプチ
ャ生成が図8に示す機能とは無関連であるのでスクリーンショット生成モジュール620は省
略される。上述のように、図5のプロセスと図7のプロセスを実行するUEは同じであっても
よく、その場合UE動作環境600および800は同じUEの異なる機能表現に対応する。代替とし
て、図5のプロセスと図7のプロセスを実行するUEは異なってもよく、その場合それぞれの
コンポーネントは同じであってもまたは異なっていてもよい(たとえば、図6のOS605はiOS
であってもよく、一方図8のOS805はWindows OSまたはAndroidであってもよいことなど)。
【００６５】
　図8を参照すると、UE動作環境800は、OS805と、ディスプレイエンジン810(たとえば、1
つまたは複数のグラフィックスデバイスドライバ、グラフィックスカード、専用グラフィ
ックスカーネルなど)と、UE実行可能アプリケーション1...N(たとえば、UEにおける関連
するメモリに記憶されたアプリケーション、ここでNは2以上である)とを含む。UE動作環
境800は、(たとえば、図2の215、図3の325などに対応する)UI入力コンポーネント825と、
(図2の220、図3の320などに対応する)ディスプレイスクリーン830と、(図2の210、図3の3
15などに対応する)メモリ835とをさらに含む。図8に示す例では、メモリ835はスクリーン
ショット+ 1...Nのセットを含む。一例では、メモリ835に保持される各スクリーンショッ
ト+は、特定のスクリーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータとキャプチ
ャされたスクリーンショットから得た生画像データの両方を含んでもよく、または代替と
してアプリケーション固有データは、スクリーンショット+のうちの少なくとも1つの関連
する生画像データなしで保持されてもよい。
【００６６】
　図8を参照すると、図7のプロセスの例示的な実装形態が、1～8として列挙された動作を
介して示される。動作1～8の特定の順序は実装形態ごとに異なる場合がある(たとえば、
動作2および3を任意の順序で行うことなどが可能である)。動作1において、スクリーンシ
ョット+アプリケーションセッション状態要求がUI入力コンポーネント425を介してOS805
によって検出される。たとえば、動作1は、ユーザが特定のスクリーンショット+を表すア
イコンをクリックしたことに対応してもよい(たとえば、ユーザが電話上のフォトギャラ
リーをスクロールし、次いでスクリーンショット+の画像データ部分のサムネイルによっ
て視覚的に表されているスクリーンショット+を選択する)。動作2において、OS805は、指
定されたスクリーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータを求める要求を
メモリ835に送る。動作3において、メモリ835は、指定されたスクリーンショット+に関す
るアプリケーション固有メタデータをUS805に返す。
【００６７】
　図8を参照すると、動作4において、取得されたアプリケーション固有メタデータの少な
くとも一部がアプリケーション1に送られる。上述のように、図6の動作8においてアプリ
ケーション固有メタデータを提供したアプリケーション1は、図8の動作4においてアプリ
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ケーション固有メタデータを受信するアプリケーション1と同じである必要はない。ただ
し、これは間違いなく可能である。むしろ、図6および図8におけるそれぞれのアプリケー
ション1は、バージョン番号、OSタイプに関して異なる場合があり、または同じクラスの
異なるアプリケーション(たとえば、異なる種類のウェブブラウザまたはワード処理アプ
リケーションなど)に対応してもよい。アプリケーション固有メタデータは場合によって
は、動作9および図6におけるアプリケーション2...Nに関して上記で示したのと同じスク
リーンショット+に関連して複数のアプリケーションについて取得されてもよい。同様に
、任意の動作5において、アプリケーション固有メタデータの少なくとも一部がアプリケ
ーション2...Nに送られてもよい。一例では、場合によっては図8におけるアプリケーショ
ン2...Nに送られるアプリケーション固有メタデータは、場合によっては図6のアプリケー
ション2...Nについて取得されるアプリケーション固有メタデータに対応してもよい。代
替例では、アプリケーション固有メタデータが図6におけるアプリケーション2...Nについ
て取得される場合でもまた、このアプリケーション固有メタデータを図8におけるアプリ
ケーション2...Nに送る必要はない(たとえば、ユーザがこれらの特定のアプリケーション
のセッション状態を再作成することを望まない場合、これらの特定のアプリケーションか
らのアプリケーション固有メタデータが情報プライバシー方式に従って取り去られるかま
たは削除された場合など)。また、上記でアプリケーション1に関して説明したように、図
8と比較して、図6では、アプリケーション2...Nは(たとえば、バージョン番号、OSタイプ
などに関して)同じアプリケーションに対応してもよく、または互いに異なってもよい。
【００６８】
　図8を参照すると、アプリケーション1は、動作4において受信されたアプリケーション
固有メタデータを処理し、アプリケーション2...Nも場合によっては、動作5において受信
されたアプリケーション固有メタデータを処理する。アプリケーション固有メタデータが
どのように処理されるかの例については以下により詳細に説明する。アプリケーション固
有メタデータの処理の結果は、ディスプレイスクリーン830によって出力されるディスプ
レイフレーム内にレンダリングすべきアプリケーション画像データとして、動作6におい
てアプリケーション1によってディスプレイエンジン810に伝達され、(場合によっては)動
作7においてアプリケーション2...Nによってディスプレイエンジン810に伝達される。図8
には明示的に示されていないが、アプリケーション固有メタデータの処理に基づいて他の
種類の出力が与えられてもよいこと(たとえば、聴覚出力および/または視覚出力など)が
了解されよう。動作8において、ディスプレイエンジン810は、アプリケーション1(および
場合によっては、アプリケーション2...N)からのアプリケーション固有画像データに基づ
いて、レンダリングされたスクリーンデータをディスプレイスクリーン830に送る。
【００６９】
　図9は、本開示の実施形態による、図5および図7のプロセスの例示的な実装形態を示す
。特に、図9は、異なる量または種類のアプリケーション固有メタデータが、ソースUE(ま
たはUE1)が特定のターゲットデバイスに対して有する信頼度に基づいて共有される例を示
す。図9はまた、単一のアプリケーションが、スクリーンショットに関連するディスプレ
イフレームの部分において関連する画像データのすべてを提供している例を示す。一例で
は、これは、単一のアプリケーションがフルスクリーンモードで動作しているとき、また
は単一のアプリケーションが画像データを提供している唯一のアプリケーションであるデ
ィスプレイフレームの部分の上にスクリーンショットの境界が配置される場合に生じるこ
とがある。以下の図9のプロセスについては、便宜上、単一のアプリケーション(アプリケ
ーション1)に関して説明する。ただし、他のアプリケーション(または同じアプリケーシ
ョンの異なるインスタンス)が画像データを提供しているスクリーンショット領域の外側
にディスプレイフレームのエリアがあることが考えられる。図9は、上述のように、UEが
別のUEのディスプレイスクリーンのスナップショットを撮ってスクリーンショット+を生
成するシナリオとは異なり、UE1がスクリーンショット+をセルフキャプチャする例も表す
。
【００７０】
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　図9を参照すると、ブロック900において、アプリケーション1によって提供される画像
データが、UE1のディスプレイスクリーン上のディスプレイフレーム内に出力されている
。ブロック905において、(たとえば、図5のブロック500と同様に)スクリーンショットキ
ャプチャ要求が検出される。ブロック910において、スクリーンショット+がキャプチャさ
れ、ここでスクリーンショット+は、(図5のブロック505～515と同様に)スクリーンショッ
トとアプリケーション1に関するアプリケーション固有メタデータとを含む。
【００７１】
　図9を参照すると、ブロック915において、UE1は、スクリーンショット+をサーバ(たと
えば、サーバ170、一例ではソーシャルネットワーキングサーバに対応する場合がある)に
送る要求を受信する。図9の実施形態では、UE1がサーバにおける信頼度が低いと仮定する
(たとえば、サーバに関する信頼スコアは第1の信頼しきい値よりも低い)。ブロック920に
おいて、UE1のサーバにおける信頼度が低いことに応答して、スクリーンショット+に関す
る生画像データがサーバに送られる。一例では、UE1においてフィルタ処理演算を実行し
て、生画像データを含むスクリーンショットファイルから影響を受ける可能性がある任意
のアプリケーション固有メタデータを削除し、ブロック920においてサーバに送られるス
クリーンショット+のバージョンを生成してもよい。代替例では、生画像データを含むス
クリーンショット+に関するスクリーンショットファイルが、アプリケーション1に関する
アプリケーション固有メタデータを含むファイルとは別個に記憶される場合、ブロック92
0において、スクリーンショット+に関するスクリーンショットファイルを修正なしに(た
だし、アプリケーション固有メタデータを含む別個のファイルをアタッチせずに)サーバ
にアップロードすることができる。ブロック925において、サーバは、スクリーンショッ
ト+に関する画像データをUE3と共有する。ブロック930において、UE3は、アプリケーショ
ン1(またはアプリケーション1と同等のアプリケーション)を起動せずに(たとえば、任意
の他の画像ファイルと同様に)単に画像データを表示することによって、スクリーンショ
ット+に関する画像データに従来の方法でアクセスする。ブロック915～930は、サーバが
スクリーンショット+に関する画像データを再分配するシナリオについて説明しているが
、このシナリオにおけるサーバが任意の中間デバイスを表すことが了解されよう。他の実
施形態では、UE1は、別のUEにおける信頼度が低く、スクリーンショット+に関する画像デ
ータのみを信頼度の低いUEに送る。信頼度の低いUEは次いで、スクリーンショット+に関
する画像データをブロック925～930においてサーバと同様に1つまたは複数の他のデバイ
スに再分配してもよい。
【００７２】
　図9を参照すると、ブロック935において、UE1は、スクリーンショット+をUE2およびUE4
に送る要求を受信する。図9の実施形態では、UE1のUE2における信頼度が中間レベルであ
り(たとえば、UE2に関する信頼スコアは第1の信頼しきい値よりも高く、第2の信頼しきい
値よりも低い)、UE1のUE4における信頼度が高い(たとえば、UE4に関する信頼スコアは第1
および第2の信頼しきい値よりも高い)と仮定する。一例では、UE1の様々なエンティティ
に対する信頼度は、ユーザによって指定されてもよく(たとえば、UE1は、あるエンティテ
ィを家族または友人などと標示する)、またはUE1とそれぞれのエンティティとの間の相互
作用の分析から判定されてもよい。それぞれの信頼しきい値は、OS設定としてユーザ指定
されてもよくまたはあらかじめ定義されてもよい。
【００７３】
　図9を参照すると、ブロック940において、UE1のUE4における信頼度が高いことに応答し
て、スクリーンショット+に関する画像データがアプリケーション固有メタデータのフィ
ルタ処理されていないバージョンとともにUE4に送られる。ブロック945において、UE1のU
E2における信頼度が中間レベルであることに応答して、スクリーンショット+に関する画
像データがアプリケーション固有メタデータのフィルタリング済みバージョンとともにUE
2に送られる。一例では、UE1においてフィルタ処理演算を実行して、スクリーンショット
ファイルから特定のアプリケーション固有メタデータを削除し、ブロック945においてサ
ーバに送られるスクリーンショット+のバージョンを生成してもよく、一方このフィルタ
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処理演算は、UE4に送られるスクリーンショット+のバージョンについては実行されない。
【００７４】
　図9を参照すると、ブロック950において、アプリケーション1がUE1上で終了すると仮定
する。ブロック955において、UE1は、(たとえば、図7のブロック705と同様に)スクリーン
ショット+に関するアプリケーション固有メタデータに基づいてアプリケーション1セッシ
ョン状態をロードする要求を受信する。UE1は、スクリーンショット+に関する画像データ
を単にピクチャファイルとしてロードするのではなく、ブロック960においてアプリケー
ション1を起動し、次いでアプリケーション1は、アプリケーション1に関するアプリケー
ション固有メタデータを処理して、ブロック965において(たとえば、図7のブロック710と
同様に)アプリケーション1セッション状態の1つまたは複数の特徴を再作成する。
【００７５】
　図9を参照すると、ブロック970において、フィルタ処理済みスクリーンショット+をUE1
から受信した後のある時点において、UE2は、(たとえば、図7のブロック705と同様に)ス
クリーンショット+に関するフィルタ処理済みアプリケーション固有メタデータに基づい
てスクリーンショット+からアプリケーション1セッション状態をロードする要求を受信す
る。UE2は、スクリーンショット+に関する画像データを単にピクチャファイルとしてロー
ドするのではなく、スクリーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータを処
理するのに適したアプリケーションがUE2上で利用可能であるかどうかを評価する。たと
えば、スクリーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータは、必要なアプリ
ケーションクラス(たとえば、任意の種類のウェブブラウザが受け入れ可能になるような
汎用ウェブブラウザ)、特定の必要なアプリケーション(たとえば、Chromeブラウザ)、必
要なバージョン番号(たとえば、Chrome iOSブラウザバージョン6以上、Safari iOSブラウ
ザバージョン8以上など)、またはそれらの組合せ(たとえば、iOSバージョン10以上に適合
する任意のウェブブラウザ)を指定してもよい。別の例では、スクリーンショット+に関す
るアプリケーション固有メタデータは、上述のように、アプリケーションセッション状態
の再構成を試行しているアプリケーションのそれぞれに異なるバージョンに関するセッシ
ョン状態再作成に関して実行すべきそれぞれに異なる命令を指定するバージョンテーブル
を含んでもよい。UE2は、新しいアプリケーションをインストールする必要があるか、ま
たは既存のアプリケーションを更新してアプリケーション固有メタデータを処理する必要
があると判定した場合、ブロック974においてアプリケーションをインストールまたは更
新する。ブロック978において、アプリケーション(上述のようにアプリケーション固有メ
タデータに記載されたアプリケーション要件に応じてアプリケーション1またはアプリケ
ーション1と同等のアプリケーション)が起動され、ブロック982において、アプリケーシ
ョンは、フィルタ処理済みのアプリケーション固有メタデータを処理して、スクリーンシ
ョット+からアプリケーション1セッション状態の特徴の一部または全部を再作成する。ブ
ロック982で行われる場合がある処理の種類の例について、以下により詳細に説明する。
【００７６】
　図9を参照すると、ブロック986において、フィルタ処理されていないスクリーンショッ
ト+をUE1から受信した後のある時点において、UE4は、(たとえば、図7のブロック705と同
様に)スクリーンショット+に関するフィルタ処理されていないアプリケーション固有メタ
データに基づいてスクリーンショット+からアプリケーション1セッション状態をロードす
る要求を受信する。UE4は、スクリーンショット+に関する画像データを単にピクチャファ
イルとしてロードするのではなく、UE2に関して上記のブロック974において説明したよう
に、スクリーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータを処理するのに適し
たアプリケーションがUE4上で利用可能であるかどうかを評価する。UE4は、新しいアプリ
ケーションをインストールする必要があるか、または既存のアプリケーションを更新して
アプリケーション固有メタデータを処理する必要があると判定した場合、ブロック990に
おいてアプリケーションをインストールまたは更新する。ブロック994において、アプリ
ケーション(上述のようにアプリケーション固有メタデータに記載されたアプリケーショ
ン要件に応じてアプリケーション1またはアプリケーション1と同等のアプリケーション)
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が起動され、ブロック998において、アプリケーションは、フィルタ処理されていないア
プリケーション固有メタデータを処理して、スクリーンショット+からアプリケーション1
セッション状態の特徴の一部または全部を再作成する。ブロック998で行われる場合があ
る処理の種類の例について、以下により詳細に説明する。
【００７７】
　図10は、本開示の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリケー
ションセッション状態再作成1000を示す。図10において、図9におけるUE1は、スマートフ
ォン1005として示され、UE4はスマートフォン1015として示され、アプリケーション1はモ
バイルYouTubeアプリケーションに対応する。ディスプレイスクリーン1010は、YouTubeア
プリケーションが、全長が14:10(14分10秒)である"Cat Video Compilation　-　2016"と
いう名称のビデオの、特に4:07(4分7秒)の時点を実行する間に撮られたスクリーンショッ
ト+に関する画像データを表す。ディスプレイスクリーン1010に示すように、このビデオ
は現在、視聴総数が113,555であり、スマートフォン1005のユーザに対して関連するビデ
オ1が示され、スマートフォン1005のユーザに対して広告としてスポンサービデオ1が示さ
れる。
【００７８】
　スクリーンショット+におけるモバイルYouTubeアプリケーションのセッション状態を特
徴付けるアプリケーション固有メタデータ1020(またはアプリケーションセッション状態
メタデータ)の一例は次のような内容である。
　　アプリケーションID: YouTube(バージョン6以上)
　　ユニフォームリソースロケータ(URL):https://youtu.be/abcdefg
　　視聴時間: 4:07
【００７９】
　スマートフォン1015は、アプリケーション固有メタデータ1020に基づいて、モバイルYo
uTubeアプリケーションをインストールまたは更新し(必要な場合)、URL"https://youtu.b
e/abcdefg"にナビゲートし、指定された4:07の時点に直接進む。スマートフォン1015にお
けるモバイルYouTubeアプリケーションの得られるセッション状態が、ディスプレイスク
リーン1025に示される。スマートフォン1015におけるディスプレイスクリーン1025に示さ
れるモバイルYouTubeアプリケーションの得られるセッション状態が、スマートフォン100
5におけるディスプレイスクリーン1010に示されるモバイルYouTubeアプリケーションの初
期セッション状態と同一ではないことを了解されたい。この理由は、様々なパラメータが
変更される(たとえば、視聴数が異なり、異なる関連/スポンサービデオが示唆され/広告
として示される)からである。したがって、モバイルYouTubeアプリケーションの初期セッ
ション状態の各特徴をスマートフォン1015におけるセッション状態再作成の一部として再
作成する必要はない(ただし、これは特定のシナリオにおいて生じる場合がある)。
【００８０】
　図11は、本開示の別の実施形態による図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリケ
ーションセッション状態再作成1100を示す。図11において、図9におけるUE1はコンピュー
タ1105(たとえば、デスクトップコンピュータまたはラップトップコンピュータ)として示
され、UE4は代替として、スマートフォン1115およびコンピュータ1125(たとえば、デスク
トップコンピュータまたはラップトップコンピュータ)として示され、アプリケーション1
はウェブブラウザに対応する。ディスプレイスクリーン1110は、ウェブブラウザが(たと
えば、説明の便宜上部分的なURLであるhttps://www.amazon.com/tennisrackets/...,から
始まる)特定のウェブページを表示する間に撮られたスクリーンショット+に関する画像デ
ータを表す。より詳細には、ユーザは、特定のテニスラケットを販売価格が99.99ドルで
あるものとしてリスト表示されるようにウェブページ内をスクロールダウンした。
【００８１】
　スクリーンショット+におけるウェブブラウザのセッション状態を特徴付けるアプリケ
ーション固有メタデータ1135(またはアプリケーションセッション状態メタデータ)の一例
は次のような内容である。
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　　アプリケーションID: 専用Amazonアプリケーション(利用可能な場合)またはデフォル
トウェブブラウザ
　　URL: https://www.amazon.com/tennisrackets/...
【００８２】
　スマートフォン1115は、アプリケーション固有メタデータ1135に基づいて、スマートフ
ォン1115上にすでに専用Amazonアプリケーションがインストールされているかどうかをチ
ェックする。スマートフォン1115上にすでに専用Amazonアプリケーションがインストール
されている場合、専用Amazonアプリケーションを使用して、指定されたURLに対応する製
品ページがロードされる。スマートフォン1115上に専用Amazonアプリケーションがインス
トールされていない場合、スマートフォン1115上のデフォルトウェブブラウザ(たとえば
、モバイルウェブブラウザ)が、ディスプレイスクリーン1120内に示されるように指定さ
れたURLにナビゲートする。ディスプレイスクリーン1120に示されるスマートフォン1115
におけるモバイルウェブブラウザの得られるセッション状態は、スマートフォン1105にお
けるディスプレイスクリーン1110に示されるウェブブラウザの初期セッション状態と同一
ではない。この理由は、様々なパラメータが変更される(たとえば、スマートフォン1115
の出力先のURLのモバイルバージョンへの変更など)からである。
【００８３】
　上述のように、コンピュータ1125は、スマートフォン1115に加えてスクリーンショット
+を受信する別のターゲットデバイスである。コンピュータ1125は、アプリケーション固
有メタデータ1135に基づいて、コンピュータ1125上にすでに専用Amazonアプリケーション
がインストールされているかどうかをチェックする。コンピュータ1125上に専用Amazonア
プリケーションがすでにインストールされている場合、専用Amazonアプリケーションを使
用して、指定されたURLに対応する製品ページがロードされる。コンピュータ1125上に専
用Amazonアプリケーションがインストールされていない場合、コンピュータ1125上のデフ
ォルトウェブブラウザ(たとえば、フル機能または非モバイルウェブブラウザ)が、ディス
プレイスクリーン1130内に示されるように指定されたURLにナビゲートする。一例では、
ウェブサイトがディスプレイスクリーン1110上に表示されるスクロール位置もまた、アプ
リケーション固有メタデータ1135の一部として記録されることがあり、それによってコン
ピュータ1125におけるウェブブラウザが、指定されたURLをロードし、またスクロールバ
ーをアプリケーション固有メタデータ1135に記録されたのと同じ点までシフトダウンさせ
て、スクリーンショット+によって定義されるセッション状態をより厳密に再作成する場
合がある。
【００８４】
　図12Aは、本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリ
ケーションセッション状態再作成1200Aを示す。図12Aにおいて、図9におけるUE1は、スマ
ートフォン1205Aとして示され、UE4はスマートフォン1215Aとして示され、アプリケーシ
ョン1はモバイルGoogle Mapsアプリケーションに対応する。ディスプレイスクリーン1210
Aは、モバイルGoogle Mapsアプリケーションが特定のターゲットアドレス(たとえば、ホ
ワイトハウスのアドレスであるワシントンDCペンシルベニア大通り1600)を中心として表
示される間に撮られたスクリーンショット+に関する画像データを表す。
【００８５】
　スクリーンショット+におけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションのセッション状態
を特徴付けるアプリケーション固有メタデータ1225A(またはアプリケーションセッション
状態メタデータ)の一例は次のような内容である。
　　アプリケーションID: Google Maps
　　アドレス: ワシントンDCペンシルベニア大通り1600
【００８６】
　スマートフォン1215Aは、アプリケーション固有メタデータ1225Aに基づいて、スマート
フォン1215A上にすでにGoogle Mapsアプリケーション(たとえば、スマートフォン1215Aが
モバイルデバイスであるのでモバイルGoogle Mapsアプリケーション)がインストールされ
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ているかどうかをチェックする。スマートフォン1215A上にモバイルGoogle Mapsアプリケ
ーションがインストールされていない場合、一例ではユーザがモバイルGoogle Mapsアプ
リケーションをダウンロードしインストールするように促され、または代替としてモバイ
ルGoogle Mapsアプリケーションが自動的にダウンロードされインストールされる。モバ
イルGoogle Mapsアプリケーションは次いで、ワシントンDCペンシルベニア大通り1600を
ターゲットアドレスとして入力することによってアプリケーション固有メタデータ1225A
を処理し、それによってディスプレイスクリーン1220Aがホワイトハウスを中心として表
示される。一例では、ホワイトハウスがディスプレイスクリーン1210A上に表示されると
きのズーム情報(たとえば、特定の地理的境界、ズームのスケールなど)もアプリケーショ
ン固有メタデータ1225Aの一部として記録されることがあり、それによってスマートフォ
ン1215AにおけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションは、ディスプレイスクリーン1210
A内のターゲットアドレスの表示に相応するターゲットズームレベルでターゲットアドレ
スをロードする場合がある。
【００８７】
　図12Bは、本開示の別の実施形態による、図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリ
ケーションセッション状態再作成1200Bを示す。図12Bにおいて、図9におけるUE1は、スマ
ートフォン1205Bとして示され、UE2はコンピュータ1215B(たとえば、デスクトップコンピ
ュータまたはラップトップコンピュータ)として示され、アプリケーション1はモバイルGo
ogle Mapsアプリケーションに対応する。ディスプレイスクリーン1210Bは、モバイルGoog
le Mapsアプリケーションが特定のターゲットアドレス(たとえば、ホワイトハウスのアド
レスであるワシントンDCペンシルベニア大通り1600)を中心として表示される間に撮られ
たスクリーンショット+に関する画像データを表す。
【００８８】
　スクリーンショット+におけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションのセッション状態
を特徴付けるフィルタ処理済みアプリケーション固有メタデータ1225B(またはアプリケー
ションセッション状態メタデータ)の一例は次のような内容である。
　　アプリケーションID: Google Maps
　　アドレス: ダウンタウンワシントンDC
【００８９】
　アプリケーション固有メタデータ1225Bは、図9におけるUE2に関するブロック935および
ブロック945と同様に、ワシントンDCペンシルベニア大通り1600というより詳細なアドレ
スが、アプリケーション固有メタデータ1225Bによって曖昧にされ、より一般的な「ダウ
ンタウンタウン」という名称に置き換えられるので、フィルタ処理に応じて特徴付けられ
る。たとえば、ワシントンDCペンシルベニア大通り1600は、スマートフォン1205Bの現在
位置または将来の位置に対応する場合があるが、スマートフォン1205Bのユーザは必ずし
もこの位置をコンピュータ1215Bと共有したいとは限らない(たとえば、厳密な位置をソー
シャルネットワークを介して共有することを望まない場合、または中間信頼度の友人と共
有することを望まない場合など)。
【００９０】
　コンピュータ1215Bは、フィルタ処理済みのアプリケーション固有メタデータ1225Bに基
づいて、コンピュータ1215B上にすでにGoogle Maps互換アプリケーションがインストール
されているかどうかをチェックする。この場合、コンピュータ1215Bが、Google Mapsウェ
ブサイトにナビゲートするデフォルトウェブブラウザを適切なGoogle Mapsアプリケーシ
ョンと見なすと仮定する。したがって、デフォルトウェブブラウザ(たとえば、Chromeブ
ラウザとして示される)は、Downtown, Washington, DCをターゲットアドレス(またはター
ゲット領域)として入力することによってアプリケーション固有メタデータ1225Bを処理し
、それによってディスプレイスクリーン1220BがワシントンDCを中心として表示される。
上述のメタデータフィルタ処理によって、ディスプレイスクリーン1220B内のワシントンD
Cの投影図は、ディスプレイスクリーン1210B内のモバイルGoogle Mapsアプリケーション
のセッション状態におけるより詳細に定義されたアドレスの表示に対してより大きくズー
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ムアウトされる。
【００９１】
　図13は、本開示の別の実施形態による図9のプロセスの例示的な実行に基づくアプリケ
ーションセッション状態再作成1300を示す。図13において、図9におけるUE1は、スマート
フォン1305として示され、UE4はスマートフォン1315として示され、アプリケーション1は
モバイルWeChatアプリケーション(たとえば、グループメッセージングアプリケーション)
に対応する。ディスプレイスクリーン1310は、モバイルWeChatアプリケーションが特定の
チャットグループ「クラスメート」間のチャット対話の特定の部分を示す間に撮られたス
クリーンショット+に関する画像データを表す。
【００９２】
　スクリーンショット+におけるモバイルWeChatアプリケーションのセッション状態を特
徴付けるアプリケーション固有メタデータ1325(またはアプリケーションセッション状態
メタデータ)の一例は次のような内容である。
　　アプリケーションID: WeChat
　　ユニフォームリソース識別子(URI): 「クラスメート」グループチャットへのディー
プリンク
【００９３】
　スマートフォン1320("Joe"という名前のユーザによって操作されると仮定される)は、
アプリケーション固有メタデータ1325に基づいて、スマートフォン1315上にすでにWeChat
アプリケーション(たとえば、スマートフォン1315がモバイルデバイスであるのでモバイ
ルWeChatアプリケーション)がインストールされているかどうかをチェックする。モバイ
ルWeChatアプリケーションがインストールされていると仮定すると、モバイルWeChatアプ
リケーションは、関連するチャット履歴をロードすることによってアプリケーション固有
メタデータ1325のURIに指定されたディープリンクを処理し、ディスプレイスクリーン132
0内に示されるように、スクリーンショット+に示されるチャット履歴の部分に直接ナビゲ
ートする。ディスプレイスクリーン1320に示されるスマートフォン1315におけるモバイル
WeChatアプリケーションの得られるセッション状態は、スマートフォン1305におけるディ
スプレイスクリーン1310に示されるモバイルWeChatアプリケーションの初期セッション状
態と同一ではない。この理由は、様々なパラメータが変更されるからである(たとえば、
スマートフォン1320は、ユーザ"Joe"で登録されており、したがってモバイルWeChatアプ
リケーションは、ディスプレイスクリーン1320におけるJoeからのあらゆるチャットを"Jo
e"からのチャットとして指定するのではなく"Me"として指定する)。
【００９４】
　図9～図13は、図5および図7のプロセスの例示的な実装形態に関し、それによって特定
のスクリーンショット+に関連するアプリケーション固有メタデータは単一のアプリケー
ションに関係するが、次に、図14～図16Bに関して説明するように、図5および図7のプロ
セスが、スクリーンショット+の画像データ部分に画像データを提供する複数のアプリケ
ーションに関するアプリケーション固有メタデータを含むスクリーンショット+に関係す
ることも考えられる。
【００９５】
　図14は、本開示の別の実施形態による、図5および図7のプロセスの例示的な実装形態を
示す。詳細には、図14は、複数のアプリケーションがスクリーンショットに関連するディ
スプレイフレームの部分に画像データを提供しており、スクリーンショット+に関するこ
れらの複数のアプリケーションのうちの2つ以上に関連するアプリケーション固有メタデ
ータが外部ターゲットアドレスデバイスと共有される例を示す。一例では、これは、ディ
スプレイスクリーン内に出力されているディスプレイフレームのスクリーンショットエリ
ア内に各々が表示される別々のウィンドウ内で複数のアプリケーションが動作していると
きに生じる場合がある。スクリーンショットエリアの外側において、他のアプリケーショ
ン(または同じアプリケーションのそれぞれに異なるインスタンス)が画像データを提供し
ているディスプレイフレームのエリアがあることも考えられる。図14は、上述のように、
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UEが別のUEのディスプレイスクリーンのスナップショットを撮ってスクリーンショット+
を生成するシナリオとは異なり、UE1がスクリーンショット+をセルフキャプチャする例も
表す。
【００９６】
　図14を参照すると、ブロック1400において、アプリケーション1、2、および3によって
提供される画像データが、UE1のディスプレイスクリーン上のディスプレイフレーム内に
出力されている。ブロック1405において、(たとえば、図5のブロック500と同様に)スクリ
ーンショットキャプチャ要求が検出される。ブロック1410において、UE1は、アプリケー
ション3の現在のセッション状態を定義するアプリケーション固有メタデータを取得する
ことはできないと判定する。一例では、アプリケーション3に関するアプリケーション固
有メタデータは、アプリケーション3が、(たとえば、デフォルトセキュリティ設定または
ユーザ構成設定である場合がある)セキュリティ予防措置としてアプリケーション固有メ
タデータを共有することを許可しない保護されたアプリケーションとして(たとえば、UE1
のOSにおけるセキュリティ設定またはアプリケーション3自体に組み込まれたセキュリテ
ィ設定を介して)構成されることに基づいて利用不能である場合がある。別の例では、ア
プリケーション3に関するアプリケーション固有メタデータは、アプリケーション3が、ア
プリケーション固有メタデータの共有をサポートしない(たとえば、アプリケーション3が
、アプリケーション3の現在のセッション状態の特徴を再作成するのを助ける情報を共有
するにはどうしたらよいかを知らない)レガシーアプリケーションであることに起因して
利用不能である場合がある。ブロック1415において、スクリーンショット+がキャプチャ
され、ここでスクリーンショット+は、(図5のブロック505～515と同様に)スクリーンショ
ットとアプリケーション1および2に関するアプリケーション固有メタデータとを含む。
【００９７】
　図14を参照すると、ブロック1420において、UE1は、スクリーンショット+をUE2、UE3、
およびUE4に送る要求を受信する。図14の実施形態では、説明の便宜上、(たとえば、選択
的なメタデータフィルタ処理には信頼度が使用されず、UE1のUE2、UE3、およびUE4に対す
る信頼度が最高信頼しきい値以上であることに起因して)メタデータフィルタ処理は実行
されないと仮定する。しかし、他の実施形態では、図9のプロセスにおけるサーバおよびU
E2に関して上記で説明したようにUE2、UE3、およびUE4のうちの1つまたは複数に関してメ
タデータフィルタ処理が実行されてもよいことが了解されよう。ブロック1425において、
スクリーンショット+に関する画像データが、アプリケーション1および2に関するアプリ
ケーション固有メタデータとともにUE2、UE3、およびUE4に送られる。
【００９８】
　図14を参照すると、ブロック1430において、UE2は、UE1からスクリーンショット+を受
信した後のある時点において、(たとえば、図7のブロック705と同様に)スクリーンショッ
ト+に関するアプリケーション固有メタデータに基づいてスクリーンショット+からアプリ
ケーション1セッション状態およびアプリケーション2セッション状態をロードする要求を
受信する。一例では、ブロック1430は、両方のアプリケーションセッション状態を構成す
る要求を示すが、スクリーンショット+は、以下にブロック1450～1485に関して説明する
ように、アプリケーション固有メタデータを使用して選択的なアプリケーションセッショ
ン状態ローディング(たとえば、アプリケーション1セッション状態のみをロードすること
、アプリケーション2セッション状態のみをロードすることなど)を可能にするように構成
されてもよい。
【００９９】
　UE2は、スクリーンショット+に関する画像データを単にピクチャファイルとしてロード
するのではなく、スクリーンショット+に示されるアプリケーション1セッション状態およ
びアプリケーション2セッション状態に関するアプリケーション固有メタデータを処理す
るのに適したアプリケーションがUE2上で利用可能であるかどうかを評価する。UE2は、1
つもしくは複数の新しいアプリケーションをインストールする必要があるか、または1つ
もしくは複数の既存のアプリケーションを更新してアプリケーション1セッション状態ま
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たはアプリケーション2セッション状態のいずれかの再作成に関するアプリケーション固
有メタデータを処理する必要があると判定した場合、ブロック1435においてアプリケーシ
ョンをインストールまたは更新する。ブロック1440において、アプリケーション(上述の
ようにアプリケーション固有メタデータに記載されたアプリケーション要件に応じてアプ
リケーション1および2、アプリケーション1および2と同等のアプリケーション、またはそ
れらの組合せ)が起動され、ブロック1445において、アプリケーションは、アプリケーシ
ョン固有メタデータのそれぞれのアプリケーション1部分およびアプリケーション2部分を
処理して、スクリーンショット+からそれぞれアプリケーション1セッション状態およびア
プリケーション2セッション状態の特徴の一部または全部を再作成する。ブロック1445で
行われる場合がある処理の種類の例について、以下により詳細に説明する。
【０１００】
　図14のブロック1445を参照すると、、一例ではUE2におけるアプリケーション1セッショ
ン状態およびアプリケーション2セッション状態の再作成による任意の画像データを示す
スクリーン部分が、UE1においてキャプチャされたスクリーンショットに示される同様の
スクリーン部分に割り振られてもよい(たとえば、スクリーンショットが、ディスプレイ
フレームの左側にアプリケーション1ウィンドウを示し、ディスプレイフレームの右側に
アプリケーション2ウィンドウを示す場合、これらの同じ相対位置が、UE2上の得られるア
プリケーションセッション状態再作成において維持されてもよい)。相対スクリーン位置
データは、一例ではアプリケーション固有メタデータの一部として伝達されてもよい。た
だし、アプリケーション固有メタデータがそれぞれのアプリケーションに関する相対スク
リーン位置データの参照なしに構成されることも考えられる。
【０１０１】
　図14を参照すると、ブロック1450において、UE3は、UE1からスクリーンショット+を受
信した後のある時点において、(たとえば、図7のブロック705と同様に)スクリーンショッ
ト+に関するアプリケーション固有メタデータに基づいてスクリーンショット+からアプリ
ケーション1セッション状態をロードする要求を受信する。言い換えれば、UE3は、アプリ
ケーション2セッション状態を再作成することを重要視しない。UE3は、スクリーンショッ
ト+に関する画像データを単にピクチャファイルとしてロードするのではなく、スクリー
ンショット+に示されるアプリケーション1セッション状態に関するアプリケーション固有
メタデータを処理するのに適したアプリケーションがUE3上で利用可能であるかどうかを
評価する。UE3は、新しいアプリケーションをインストールする必要があるか、または既
存のアプリケーションを更新して、アプリケーション1セッション状態を再作成できるよ
うにアプリケーション固有メタデータを処理する必要があると判定した場合、ブロック14
55においてアプリケーションをインストールまたは更新する。ブロック1460において、ア
プリケーション(上述のようにアプリケーション固有メタデータに記載されたアプリケー
ション要件に応じてアプリケーション1またはアプリケーション1と同等のアプリケーショ
ン)が起動され、ブロック1465において、アプリケーションは、スクリーンショット+から
アプリケーション1セッション状態の特徴の一部または全部を再作成するようにアプリケ
ーション固有メタデータのそれぞれのアプリケーション1部分を処理する。ブロック1465
で行われる場合がある処理の種類の例について、以下により詳細に説明する。
【０１０２】
　図14を参照すると、ブロック1470において、UE4は、UE1からスクリーンショット+を受
信した後のある時点において、(たとえば、図7のブロック705と同様に)スクリーンショッ
ト+に関するアプリケーション固有メタデータに基づいてスクリーンショット+からアプリ
ケーション2セッション状態をロードする要求を受信する。言い換えれば、UE4は、(ブロ
ック1450～1465に示すようにUE3とは対照的に)アプリケーション1セッション状態を再作
成することを重要視しない。UE4は、スクリーンショット+に関する画像データを単にピク
チャファイルとしてロードするのではなく、スクリーンショット+に示されるアプリケー
ション2セッション状態に関するアプリケーション固有メタデータを処理するのに適した
アプリケーションがUE4上で利用可能であるかどうかを評価する。UE4は、新しいアプリケ
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ーションをインストールする必要があるか、または既存のアプリケーションを更新して、
アプリケーション2セッション状態を再作成できるようにアプリケーション固有メタデー
タを処理する必要があると判定した場合、ブロック1475においてアプリケーションをイン
ストールまたは更新する。ブロック1480において、アプリケーション(上述のようにアプ
リケーション固有メタデータに記載されたアプリケーション要件に応じてアプリケーショ
ン1またはアプリケーション1と同等のアプリケーション)が起動され、ブロック1485にお
いて、アプリケーションは、アプリケーション固有メタデータのそれぞれのアプリケーシ
ョン2部分を処理して、スクリーンショット+からアプリケーション2セッション状態の特
徴の一部または全部を再作成する。ブロック1485で行われる場合がある処理の種類の例に
ついて、以下により詳細に説明する。
【０１０３】
　図15Aは、本開示の一実施形態による、図14のプロセスの例示的な実行に基づくスクリ
ーンショット+に関するアプリケーション固有メタデータ生成を示す図である。図15Aでは
、図14におけるUE1は、ディスプレイスクリーン1510Aを含むコンピュータ1505Aとして示
され、アプリケーション1は、ディスプレイスクリーン1510Aのウィンドウ1515Aに示され
るワシントンDCペンシルベニア大通り1600を中心として表示されるGoogle Maps URLであ
るChromeウェブブラウザに対応し、アプリケーション2は、ディスプレイスクリーン1510A
のウィンドウ1520Aに示される、「ホワイトハウス」のGoogle Image Search URLにナビゲ
ートされたChromeウェブブラウザの異なるインスタンスに対応する。たとえば、コンピュ
ータ1505Aを操作するユーザが、ワシントンDCにあるホワイトハウスを見学する旅行につ
いて調べる場合がある。
【０１０４】
　ウィンドウ1520Aは、画像検索結果による1つの特定のサムネイルを中心として表示され
、したがってこのサムネイルをアプリケーション2アプリケーション固有メタデータにお
ける関心対象として識別(またはタグ付け)することができる。したがって、ディスプレイ
スクリーン1510Aは、スクリーンショット+に関する画像データを表す。スクリーンショッ
ト+におけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションのセッション状態を特徴付けるアプリ
ケーション固有メタデータ1530(またはアプリケーションセッション状態メタデータ)の一
例は次のような内容である。
　　アプリケーションID1: Google Maps
　　アドレス: ワシントンDCペンシルベニア大通り1600
　　アプリケーションID2: デフォルトウェブブラウザ
　　URI: 「ホワイトハウス写真」に関するGoogle Image Search
　　関心対象: タグ付けされたサムネイルにおけるホワイトハウス写真
【０１０５】
　上記で示したように、スクリーンショット+におけるアプリケーション2セッション状態
に関するアプリケーション固有メタデータに関心対象フィールドを追加することができ、
このフィールドは、まずアプリケーション2セッション状態に関するURIに指定されたホワ
イトハウス写真に関する画像検索結果にナビゲートすることによってアプリケーション2
セッション状態を再作成させ、次いでスクリーンショット+内に示されるアプリケーショ
ン2セッション状態と同様に、得られるウェブページを(たとえば、オートスクロールダウ
ンまたはズームインによって)タグ付けされたサムネイルからの特定のホワイトハウス写
真を中心として表示させるように構成されてもよい。この例では、ホワイトハウスは、ア
プリケーション固有メタデータの一部として含められてもよいロケーション固有注目点(P
OI)情報の一例である。
【０１０６】
　図15Bは、本開示の一実施形態による、図14のプロセスの例示的な実行に基づく、図15A
に関して上記で説明したスクリーンショット+に関するアプリケーションセッション状態
再作成手順を示す。図15Bでは、図14におけるUE3は、ディスプレイスクリーン1505Bを含
むスマートフォン1500Bとして示され、図14におけるUE2は、ディスプレイスクリーン1515
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Bを含むコンピュータ1510B(たとえば、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコ
ンピュータなど)として示され、アプリケーション1および2は、図15Aに関して上記で説明
したように構成される。
【０１０７】
　図15Bを参照すると、スマートフォン1500Bは、図15Aに関して上記で説明したようにア
プリケーション固有メタデータ1525Aを受信する。スマートフォン1500Bは、(たとえば、
図14のブロック1450と同様に)アプリケーション1セッション状態のみをロードする要求を
受信する。したがって、スマートフォン1500Bは、アプリケーション固有メタデータ1525A
に基づいて、スマートフォン1500B上にすでにGoogle Mapsアプリケーション(たとえば、
スマートフォン1500BがモバイルデバイスであるのでモバイルGoogle Mapsアプリケーショ
ン)がインストールされているかどうかをチェックする。スマートフォン1500B上にモバイ
ルGoogle Mapsアプリケーションがインストールされていない場合、モバイルGoogle Maps
アプリケーションがダウンロードされインストールされる。モバイルGoogle Mapsアプリ
ケーションは次いで、ワシントンDCペンシルベニア大通り1600をターゲットアドレスとし
て入力することによってアプリケーション固有メタデータ1525Aのアプリケーション1部分
を処理し、それによってディスプレイスクリーン1505Bがホワイトハウスを中心として表
示される。一例では、ホワイトハウスがディスプレイスクリーン1505B上に表示されると
きのズーム情報(たとえば、特定の地理的境界、ズームのスケールなど)もアプリケーショ
ン固有メタデータ1525Aの一部として記録されることがあり、それによってスマートフォ
ン1500BにおけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションは、図15Aのウィンドウ1515A内の
ターゲットアドレスの表示に相応するターゲットズームレベルでターゲットアドレスをロ
ードする場合がある。
【０１０８】
　図15Bを参照すると、コンピュータ1510Bは、図15Aに関して上記で説明したようにアプ
リケーション固有メタデータ1525Aを受信する。コンピュータ1510Bが、(たとえば、図14
のブロック1430と同様に)アプリケーション1セッション状態とアプリケーション2セッシ
ョン状態の両方をロードする要求を受信する。したがって、コンピュータ1510Bは、アプ
リケーション固有メタデータ1525Aに基づいて、アプリケーション1セッション状態の再作
成に関して、コンピュータ1510B上にすでにGoogle Maps互換アプリケーションがインスト
ールされているかどうかをチェックし、かつアプリケーション2セッション状態の再作成
に関して、コンピュータ1510B上にすでにウェブブラウザがインストールされているかど
うかをチェックする。この場合、コンピュータ1510Bが、Google Mapsウェブサイトにナビ
ゲートするデフォルトウェブブラウザをアプリケーション1セッション状態の再作成に適
切なGoogle Mapsアプリケーションと見なし、この同じウェブブラウザが、すでにアプリ
ケーション2セッション状態を十分に再作成していると仮定する。
【０１０９】
　したがって、(たとえば、Chromeブラウザとして示される)デフォルトウェブブラウザは
、アプリケーション固有メタデータ1525Aを処理して、ウィンドウ1520B内にアプリケーシ
ョン1セッション状態を再作成し、ウィンドウ1525B内にアプリケーション2セッション状
態を再作成する。詳細には、ウィンドウ1525Bは、アプリケーション固有メタデータ1525A
を処理して、関連するホワイトハウス画像結果を含む適切なウェブページをロードするだ
けでなく、ウェブページを関心対象(すなわち、図15Aに示されるスクリーンショット+の
アプリケーション2ウィンドウからのタグ付けされたサムネイル)を中心として表示しても
よい。一例では、図15Bには示されていないが、アプリケーション固有メタデータ1525Aは
、ウィンドウ1520B～1525Bの配置がそれぞれのディスプレイスクリーン内で図15Bの対応
するウィンドウ1515Aおよび1520Aと揃うように、それぞれのウィンドウに関する相対スク
リーン位置データを含むようにさらに構成されてもよい。
【０１１０】
　図16Aは、本開示の一実施形態によるスクリーンショット+に関するアプリケーション固
有メタデータ生成を示す図である。図15Aと同様に、ディスプレイスクリーン1610Aを含む
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コンピュータ1605Aが示される。ディスプレイスクリーン1610Aは、ワシントンDCペンシル
ベニア大通り1600を中心とする、Google Maps URLに位置するChromeウェブブラウザを示
すウィンドウ1615Aと、「ホワイトハウス」に関するGoogle Image Search URLにナビゲー
トされたChromeウェブブラウザの異なるインスタンスを示すウィンドウ1620Aとを含む。
たとえば、コンピュータ1605Aを操作するユーザが、ワシントンDCにあるホワイトハウス
を見学する旅行について調べる場合がある。
【０１１１】
　図15Aとは異なり、ブロック1625Aに示すように、ユーザは、ディスプレイスクリーン16
10A内のスクリーンショット+をウィンドウ1615Aにのみ含まれる画像データに制限し、(ウ
ィンドウ1620Aを含む)あらゆる外部画像データがスクリーンショット+から除外される。
したがって、図16Aは、単一のアプリケーション(たとえば、ウィンドウ1615Aを生成するC
hromeウェブブラウザ)によって提供される画像データがスクリーンショット+内にキャプ
チャされるという意味で図9の例示的な実装形態を示す。Windows Osの具体例では、ユー
ザは、マウスによってウィンドウ1615A上を左クリックし、次いでキーボード上でALTキー
とPrintscreenキーを同時に押すことによってウィンドウ固有スクリーンショットを開始
することができる。代替として、ディスプレイスクリーン1610Aが、スクリーンショット
をキャプチャしているUEの外部にあるスナップショットの例では、ユーザは、UEをディス
プレイスクリーン1610Aのより近くに保持してもよく、またはウィンドウ1615Aにズームイ
ンして、ウィンドウ1620Aをキャプチャせずにウィンドウ1615Aをスクリーンショット+内
にキャプチャしてもよい。
【０１１２】
　したがって、ウィンドウ1615Aは、スクリーンショット+に関する画像データを表し、ス
クリーンショット+におけるウェブブラウザのセッション状態を特徴付けるアプリケーシ
ョン固有メタデータ1635A(またはアプリケーションセッション状態メタデータ)の例は次
のような内容である。
　アプリケーションID: Google Maps
アドレス: ワシントンDCペンシルベニア大通り1600
【０１１３】
　図16Bは、本開示の一実施形態による、図16Aに関して上記で説明したスクリーンショッ
ト+に関するアプリケーションセッション状態再作成手順を示す。図15Bと同様に、ディス
プレイスクリーン1605Aを含むスマートフォン1600Bが、ディスプレイスクリーン1615Bを
含むコンピュータ1610Bとともに示される。
【０１１４】
　図16Bを参照すると、スマートフォン1600Bは、図16Aに関して上記で説明したようにア
プリケーション固有メタデータ1630Aを受信する。スマートフォン1600Bが、(たとえば、
図9のブロック970またはブロック986と同様に)アプリケーション1セッション状態をロー
ドする要求を受信すると仮定する。したがって、スマートフォン1600Bは、アプリケーシ
ョン固有メタデータ1630Aに基づいて、スマートフォン1600B上にすでにGoogle Mapsアプ
リケーション(たとえば、スマートフォン1600BがモバイルデバイスであるのでモバイルGo
ogle Mapsアプリケーション)がインストールされているかどうかをチェックする。スマー
トフォン1600B上にモバイルGoogle Mapsアプリケーションがインストールされていない場
合、モバイルGoogle Mapsアプリケーションがダウンロードされインストールされる。モ
バイルGoogle Mapsアプリケーションは次いで、ワシントンDCペンシルベニア大通り1600
をターゲットアドレスとして入力することによってアプリケーション固有メタデータ1630
Aを処理し、それによってディスプレイスクリーン1605Bがホワイトハウスを中心として表
示される。一例では、ホワイトハウスがディスプレイスクリーン1605B上に表示されると
きのズーム情報(たとえば、特定の地理的境界、ズームのスケールなど)もアプリケーショ
ン固有メタデータ1630Aの一部として記録されることがあり、それによってスマートフォ
ン1600BにおけるモバイルGoogle Mapsアプリケーションは、図15Aのウィンドウ1615A内の
ターゲットアドレスの表示に相応するターゲットズームレベルにおいてターゲットアドレ
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【０１１５】
　図16Bを参照すると、コンピュータ1610Bは、図16Aに関して上記で説明したようにアプ
リケーション固有メタデータ1630Aを受信する。コンピュータ1610Bが、(たとえば、図9の
ブロック970またはブロック986と同様に)アプリケーション1セッション状態をロードする
要求を受信すると仮定する。したがって、コンピュータ1610Bは、アプリケーション固有
メタデータ1630Aに基づいて、アプリケーション1セッション状態の再作成に関して、コン
ピュータ1610B上にすでにGoogle Maps互換アプリケーションがインストールされているか
どうかをチェックする。この場合、コンピュータ1610Bが、Google Mapsウェブサイトにナ
ビゲートするデフォルトウェブブラウザをアプリケーション1セッション状態の再作成に
適切なGoogle Mapsアプリケーションと見なすと仮定する。したがって、(たとえば、Chro
meブラウザとして示される)デフォルトウェブブラウザは、アプリケーション固有メタデ
ータ1630Aを処理して、ウィンドウ1620B内にアプリケーション1セッション状態を再作成
する。
【０１１６】
　スクリーンショットキャプチャに関連して取得することができ、アプリケーションセッ
ション状態の特徴の一部または全部を再作成するために使用できるアプリケーション固有
メタデータの例について図10～図13および図15A～図16Bに関して上記で説明したが、これ
らは例示のみを意図するものであり、限定を意図するものではない。アプリケーションセ
ッション状態を再作成するために使用できるアプリケーション固有メタデータのいくつか
の追加の例は次のような内容である。
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【表１Ｂ】
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【表１Ｃ】
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【表１Ｄ】
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【表１Ｅ】

【０１１７】
　Table 1は、アプリケーションセッション状態メタデータの列にデータの様々な組合せ



(43) JP 2020-504855 A 2020.2.13

10

20

30

40

50

を示しているが、各データ要素が任意の組合せに(まとめてまたは別々に)配置されてもよ
いことが了解されよう。たとえば、Table 1の実施例#6におけるURIは、様々な製品関連UR
Iパラメータをリスト表示している。これらの同じURIパラメータは、他のコンテキストで
は、ウェブブラウザを全般的に検索する(たとえば、Google検索など)か、またはサイト固
有検索(たとえば、Amazon.comなど)を実行することによって、変更されたURLを有する製
品(または他の種類のウェブページ)を見つけるために使用することができる。たとえば、
Table 1の実施例#1または#2におけるビデオコールに製品が示される場合、その製品に関
連する製品関連URIパラメータがアプリケーション固有メタデータに付加されてもよい。
別の例では、製品がTable 1の実施例#5における歌詞に関連付けられる(たとえば、ジミー
バフェットの「マルガリータヴィル」がトロピカルなアルコール飲料に関連付けられる)
場合、その製品に関連する製品関連URIパラメータがアプリケーション固有メタデータな
どに付加されてもよい。
【０１１８】
　当業者は、情報および信号が、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表さ
れてもよいことを理解するであろう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるこ
とがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電
圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意
の組合せによって表されることがある。
【０１１９】
　さらに、本明細書で開示される実施形態に関して説明される様々な例証的な論理ブロッ
ク、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュー
タソフトウェア、または両方の組合せとして実装されてもよいことを、当業者は了解する
であろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、上では、
様々な例証的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、全般
的にそれらの機能の観点から説明された。そのような機能が、ハードウェアとして実現さ
れるか、またはソフトウェアとして実現されるかは、具体的な適用例と、システム全体に
課される設計制約とによって決まる。当業者は説明された機能を具体的な適用例ごとに様
々な方法で実装してもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き
起こすものと解釈されるべきでない。
【０１２０】
　本明細書において開示された実施形態に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGA、または他のプログラマ
ブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネン
ト、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せで
、実装または実行されてもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが
、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、またはステートマシンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデ
バイスの組合せ、たとえばDSPおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそ
のような構成、として実装されてもよい。
【０１２１】
　本明細書において開示される実施形態に関して説明した方法、シーケンス、および/ま
たはアルゴリズムは、ハードウェアにおいて直接具現化されることもまた、プロセッサに
よって実行されるソフトウェアモジュールにおいて具現化されることもまた、または2つ
の組合せにおいて具現化されることもある。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フ
ラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、
リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野において知られている任意の他の形の
記憶媒体内に存在してもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読
み取ること、および記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合さ
れる。代替として、記憶媒体は、プロセッサと一体化してもよい。プロセッサおよび記憶
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媒体は、ASICの中に存在する場合がある。ASICはユーザ端末(たとえば、UE)の中に存在し
てもよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、個別コンポーネントとしてユーザ
端末内に存在する場合がある。
【０１２２】
　1つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装されてもよい。ソフトウ
ェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ
可読媒体上に記憶されてもよく、またはコンピュータ可読媒体を介して送信されてもよい
。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピ
ュータプログラムの移転を容易にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体
は、コンピュータによってアクセスされることがある任意の利用可能な媒体であってもよ
い。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD
-ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気記憶デバ
イス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを搬送または記憶
するために使用できるとともにコンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を含
むことができる。また、いかなる接続もまた、厳密にはコンピュータ可読媒体と呼ばれる
。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術
を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸
ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク
(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登
録商標) (disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー
ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は通常、データ
を磁気的に再生し、ディスク(disc)は、レーザーを用いてデータを光学的に再生する。上
記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２３】
　上記の開示は本開示の例示的な実施形態を示すが、添付の特許請求の範囲によって規定
される本開示の範囲から逸脱することなく本明細書において様々な変更および修正が行わ
れてもよいことに留意されたい。本明細書で説明した本開示の実施形態による方法クレー
ムの機能、ステップおよび/またはアクションは、任意の特定の順序で実行される必要は
ない。さらに、本開示の要素は、単数形で説明または特許請求がなされることがあるが、
単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。
【符号の説明】
【０１２４】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　104、106、108　インターフェース
　　120　RAN
　　125　アクセスポイント
　　140　コアネットワーク
　　175　インターネット
　　200　UE
　　205　プロセッサ
　　210　メモリ
　　215　UI入力コンポーネント
　　220　UI出力コンポーネント
　　225　有線通信インターフェース
　　230　ワイヤレス通信インターフェース
　　235　バス
　　240　ラップトップ
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　　245　ディスプレイスクリーン
　　255　タッチスクリーンデバイス
　　260　タッチスクリーンディスプレイ
　　265、270、275、280　周辺ボタン
　　285　フロントパネルボタン
　　300　通信デバイス
　　305　情報を受信および/または送信するように構成されるトランシーバ回路
　　310　情報を処理するように構成される少なくとも1つのプロセッサ
　　315　情報を記憶するように構成されるメモリ
　　320　情報を提示するように構成されるユーザインターフェース出力回路
　　325　ローカルユーザ入力を受信するように構成されるユーザインターフェース入力
回路情報
　　400　UE動作環境
　　405　OS
　　410　ディスプレイエンジン
　　420　スクリーンショット生成モジュール
　　425　UI入力コンポーネント
　　430　ディスプレイスクリーン
　　435　メモリ
　　600　UE動作環境
　　610　ディスプレイエンジン
　　620　スクリーンショット生成モジュール
　　625　UI入力コンポーネント
　　630　ディスプレイスクリーン
　　635　メモリ
　　800　UE動作環境
　　805　OS
　　810　ディスプレイエンジン
　　825　UI入力コンポーネント
　　830　ディスプレイスクリーン
　　835　メモリ
　　1005　スマートフォン
　　1010　ディスプレイスクリーン
　　1015　スマートフォン
　　1020　アプリケーション固有メタデータ
　　1025　ディスプレイスクリーン
　　1105　コンピュータ
　　1110　スマートフォン
　　1115　スマートフォン
　　1120　ディスプレイスクリーン
　　1125　コンピュータ
　　1130　ディスプレイスクリーン
　　1135　アプリケーション固有メタデータ
　　1200A　アプリケーションセッション状態再作成
　　1200B　アプリケーションセッション状態再作成
　　1205A　スマートフォン
　　1205B　スマートフォン
　　1210A　ディスプレイスクリーン
　　1210B　ディスプレイスクリーン
　　1215A　スマートフォン
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　　1215B　コンピュータ
　　1220A　ディスプレイスクリーン
　　1220B　ディスプレイスクリーン
　　1225A　アプリケーション固有メタデータ
　　1225B　アプリケーション固有メタデータ
　　1300　アプリケーションセッション状態再作成
　　1305　スマートフォン
　　1310　ディスプレイスクリーン
　　1315　スマートフォン
　　1320　スマートフォン
　　1325　アプリケーション固有メタデータ
　　1500B　スマートフォン
　　1505A　コンピュータ
　　1505B　ディスプレイスクリーン
　　1510A　ディスプレイスクリーン
　　1510B　スマートフォン
　　1515A　ウィンドウ
　　1515B　ディスプレイスクリーン
　　1520A　ウィンドウ
　　1520B　ウィンドウ
　　1525A　アプリケーション固有メタデータ
　　1525B　ウィンドウ
　　1530　アプリケーション固有メタデータ
　　1600B　スマートフォン
　　1605A　コンピュータ
　　1605B　ディスプレイスクリーン
　　1610A　ディスプレイスクリーン
　　1610B　コンピュータ
　　1615A　ウィンドウ
　　1615B　ディスプレイスクリーン
　　1620A　ウィンドウ
　　1620B　ウィンドウ
　　1630A　アプリケーション固有メタデータ
　　1635A　アプリケーション固有メタデータ
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